
手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

ⅡⅡ．．退退職職手手当当共共済済制制度度ににおおけけるる必必要要なな手手続続きき 

１ 退職手当共済制度における必要な手続き

社会福祉施設職員等退職手当共済契約を締結した後は、社会福祉施設職員等退職手当共済

約款（以下、「共済約款」といいます。）に基づき、共済契約者は機構に対し必要な届出を行

う必要があります。

届出は、共済約款に様式が定められていますので、その様式を使い行ってください。また、

一部の届出については電子届出システムからも届出または作成することができます。＜

１０６～１０９ページ参照＞

届出様式については、送付している様式集をご利用いただく他、常に最新の様式が掲載さ

れている機構ホームページからもダウンロードできます。

２ よくある手続き

毎年度４月１日の在籍職員及びその従業状況を報告する

毎事業年度、４月１日において使用する被共済職員について、 『掛金納付対象職員届（掛金届）』（様

式第２号）を４月末日までに提出していただくことが必要です。「掛金届」は、全ての共済契約者が提出する

必要があります。（参考：共済法施行規則第１４条 約款第１８条）

【手続きの流れ】

毎事業年度３月末に掛金届提出のご依頼文書をお送りします。電子届出システムを利用している方と

利用していない方では手続きが異なりますのでご注意ください。

○電子届出システムを利用している方

電子届出システムをご利用の方は、電子届出システム上で作成、提出が可能です。作成にあたっては

ナビゲーション機能やエラーチェック機能が搭載されていますので、安心してご利用いただきます。

なお、３月末日より電子届出システムを利用し、掛金届の作成はできますが、４月１日以降でないと提

出はできません。作成等の詳細につきましては＜１１３～１１５ページ参照＞

○電子届出システムを利用していない方

依頼文書とともにお送りしている紙の掛金届において、必要事項を記入し、専用封筒をご利用いただ

きご返信ください。なお、必ずお手元にコピー等をして保管してください。

電子届出システムで 
作成・提出できます！ 
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手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

掛金を納付する

毎事業年度、４月１日において使用する被共済職員についてご報告いただく掛金届に記載した職員数

に応じて、５月末日までに掛金を納付していただきます。（参考：共済法第１５～１６条、共済法施行令第６

条、共済法施行規則第９～１１条、約款第６～１２条）

【手続きの流れ】

ご報告いただく掛金届に記載されている職員数に応じ掛金を計算し、機構が指定する口座にお振り込み

ください。電子届出システムをご利用の場合は、掛金が自動計算される機能があるので便利です。お振り込

みに係る費用について貴法人の負担となりますのでご了承ください。

なお、期日までに掛金が納付されない場合は、納付されるまでの間割増金が発生する他、納付期限から

２か月を経過しても納付がない場合は共済契約の解除となりますのでご注意ください。

災害その他やむを得ない理由により納付期限までに納付することができない場合はご相談ください。

手続きの詳細につきましては＜４１ページ参照＞

職員を採用したとき

職員を採用し、その職員が加入要件＜１３～１５ページ参照＞を満たしている場合は、新規加入の手

続きをおとりいただきます。

なお、その職員が以前より被共済職員であり、退職手当金を請求していない場合は、「継続異動」または

「合算制度」により被共済職員期間を引き継ぐことが可能ですので、必ずご確認ください。

【新規加入の手続きの流れ】

加入時期により、お手続きが異なります。加入した際は速やかにお届けください。

（１）４月１日に採用した職員の方の加入手続き

☞掛金届においてお手続き下さい

（２）４月１日以外に採用した職員の方の加入手続き

☞「被共済職員加入届（加入届）」（様式第６号）においてお手続きください。

※４月１日以外に採用した職員は、当該年度の掛金を納付する必要はありません

手続きの詳細につきましては＜掛金届５０～５３ページ参照＞ ＜加入届５６～５７ページ参照＞

【継続異動の手続きの流れ】

異動元の共済契約者が作成された「共済契約者間継続異動届」（約款様式第８号）に該当部分を記入

し、機構にご提出ください。

手続きの詳細につきましては＜５８～６１ページ参照＞

【合算制度の手続きの流れ】

新規加入の手続きと同じになりますが、異動理由を記入する際、必ず「合算申出増」を選択のうえ、ご提

出ください。

手続きの詳細につきましては＜５０～５３ページ及び５６～５７ページ参照＞

電子届出システムで 
作成・提出できます！ 

手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

ⅡⅡ．．退退職職手手当当共共済済制制度度ににおおけけるる必必要要なな手手続続きき 

１ 退職手当共済制度における必要な手続き

社会福祉施設職員等退職手当共済契約を締結した後は、社会福祉施設職員等退職手当共済

約款（以下、「共済約款」といいます。）に基づき、共済契約者は機構に対し必要な届出を行

う必要があります。

届出は、共済約款に様式が定められていますので、その様式を使い行ってください。また、

一部の届出については電子届出システムからも届出または作成することができます。＜

１０６～１０９ページ参照＞

届出様式については、送付している様式集をご利用いただく他、常に最新の様式が掲載さ

れている機構ホームページからもダウンロードできます。

２ よくある手続き

毎年度４月１日の在籍職員及びその従業状況を報告する

毎事業年度、４月１日において使用する被共済職員について、 『掛金納付対象職員届（掛金届）』（様

式第２号）を４月末日までに提出していただくことが必要です。「掛金届」は、全ての共済契約者が提出する

必要があります。（参考：共済法施行規則第１４条 約款第１８条）

【手続きの流れ】

毎事業年度３月末に掛金届提出のご依頼文書をお送りします。電子届出システムを利用している方と

利用していない方では手続きが異なりますのでご注意ください。

○電子届出システムを利用している方

電子届出システムをご利用の方は、電子届出システム上で作成、提出が可能です。作成にあたっては

ナビゲーション機能やエラーチェック機能が搭載されていますので、安心してご利用いただきます。

なお、３月末日より電子届出システムを利用し、掛金届の作成はできますが、４月１日以降でないと提

出はできません。作成等の詳細につきましては＜１１３～１１５ページ参照＞

○電子届出システムを利用していない方

依頼文書とともにお送りしている紙の掛金届において、必要事項を記入し、専用封筒をご利用いただ

きご返信ください。なお、必ずお手元にコピー等をして保管してください。

電子届出システムで 
作成・提出できます！ 
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手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

職員が退職する

職員が退職した場合、または加入要件を満たさなくなった場合は、以下のいずれかの手続きをとることが

できます。

（１）退職手当金の請求（ただし、在籍期間または被共済職員期間が１年未満の場合は除きます）

（２）合算制度の利用（利用条件は＜３３～３５ページ参照＞）

（３）継続異動の利用（利用条件は＜３４～３５ページ参照＞）

【退職手当金請求の手続きの流れ】

「被共済職員退職届、退職手当金請求書」（約款様式第７号、７号の２）をご作成のうえ、施設が所在する

都道府県の業務委託先に提出してください。

なお、電子届出システムでは退職届部分の作成が可能です。

手続きの詳細につきましては＜８３～１０５ページ及び１２４～１２９ページ参照＞

【合算制度の手続きの流れ】

「合算制度利用申出書」（約款様式第７号の３）をご作成のうえ、合算を申し出る旨をご報告ください。

手続きの詳細につきましては＜８８ページ参照＞

【継続異動の手続きの流れ】

「共済契約者間継続異動届」（様式第８号）を作成し、異動先の共済契約者にお渡しください。

手続きの詳細につきましては＜５８～６１ページ参照＞

共済契約者・施設・事業の情報を変更したとき

共済契約者または施設・事業の名称や住所を変更する際には、『共済契約者氏名等変更届・共済契約

証書再交付申請書』（様式第１０号）をご提出いただきます。

【手続きの流れ】

『共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書』（様式第１０号）を作成のうえ、機構にご提出

してください。なお、共済契約者の名称・住所を変更した場合には、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明

書）の写しを必ず添付してください。

なお、代表者の変更に係る手続きについては必要ありません。

手続きの詳細につきましては＜６７～６８ページ参照＞

電子届出システムで 
作成できます！ 
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手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

新しい施設・事業を開始したとき

新しく施設・事業を開始したときは、『施設等新設届・申出書』（様式第１号）により加入手続きを行ってくだ

さい。

なお、社会福祉施設等＜３～５ページ参照＞を開始した場合は「施設等新設届・申出書」の提出は必

須ですが、特定介護保険施設等＜３～５ページ参照＞、申出施設＜３～５ページ参照＞の場合は任

意となります。また、任意加入した特定介護保険施設等、申出施設において加入要件を満たす職員はすべ

て加入させなければなりません。

【手続きの流れ】

『施設等新設届・申出書』（様式第１号）を作成のうえ、施設・事業の認可書等を添付していただき、機構

にご提出下さい。

手続きの詳細につきましては＜４３～４９ページ参照＞

３ その他の手続き

よくある手続きを含め、すべての手続きについては、以下のとおりとなります。

【職員に関すること】

届出が必要なとき 手続き・必要な届出書類 提出先

４月１日現在の被共済職員の在籍状況及び

従業状況を報告する

掛金納付対象職員届にてご報告ください。

＜５０～５３ページ参照＞
機構

職員を新規に採用した
被共済職員加入届にてご報告ください。

＜５６～５７ページ参照＞
機構

職員が退職した

（職員が加入要件を満たさなくなった）

（退職手当金を請求したい）

被共済職員退職届、退職手当金請求書に

てご報告ください。

＜８３～１０５ページ参照＞
業務委託先

（合算制度を利用したい）

被共済職員退職届、合算制度利用申出書

にてご報告ください。

＜３３ページ及び８８ページ参照＞

（継続異動制度を利用したい）

共済契約者間継続職員異動届にてご報告

ください。

＜３４ページ及び５８～６１ページ参照＞

機構

職員が法人内の契約対象施設に異動した

（職員が配置換えとなった）

変更のあった翌年度の掛金納付対象職員

届にてご報告ください。

＜５０～５３ページ参照＞

機構

電子届出システムで 
作成できます！ 

手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

職員が退職する

職員が退職した場合、または加入要件を満たさなくなった場合は、以下のいずれかの手続きをとることが

できます。

（１）退職手当金の請求（ただし、在籍期間または被共済職員期間が１年未満の場合は除きます）

（２）合算制度の利用（利用条件は＜３３～３５ページ参照＞）

（３）継続異動の利用（利用条件は＜３４～３５ページ参照＞）

【退職手当金請求の手続きの流れ】

「被共済職員退職届、退職手当金請求書」（約款様式第７号、７号の２）をご作成のうえ、施設が所在する

都道府県の業務委託先に提出してください。

なお、電子届出システムでは退職届部分の作成が可能です。

手続きの詳細につきましては＜８３～１０５ページ及び１２４～１２９ページ参照＞

【合算制度の手続きの流れ】

「合算制度利用申出書」（約款様式第７号の３）をご作成のうえ、合算を申し出る旨をご報告ください。

手続きの詳細につきましては＜８８ページ参照＞

【継続異動の手続きの流れ】

「共済契約者間継続異動届」（様式第８号）を作成し、異動先の共済契約者にお渡しください。

手続きの詳細につきましては＜５８～６１ページ参照＞

共済契約者・施設・事業の情報を変更したとき

共済契約者または施設・事業の名称や住所を変更する際には、『共済契約者氏名等変更届・共済契約

証書再交付申請書』（様式第１０号）をご提出いただきます。

【手続きの流れ】

『共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書』（様式第１０号）を作成のうえ、機構にご提出

してください。なお、共済契約者の名称・住所を変更した場合には、法人登記簿謄本（履歴事項全部証明

書）の写しを必ず添付してください。

なお、代表者の変更に係る手続きについては必要ありません。

手続きの詳細につきましては＜６７～６８ページ参照＞

電子届出システムで 
作成できます！ 

―       ―39



手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

届出が必要なとき 手続き・必要な届出書類 提出先

職員が法人内の契約対象外施設に異動し

た

共済契約対象（外）施設等異動届にてご報

告ください

＜６２～６４ページ参照＞

機構

職員が法人内の契約対象外施設から異動

してきた

共済契約対象（外）施設等異動届にてご報

告ください

＜６５～６６ページ参照＞

機構

職員の氏名が変わった
変更のあった翌年度の掛金納付対象職員

届にてご報告ください。
機構

職員が育児休業を取得した
取得した翌年度の掛金納付対象職員届に

てご報告ください。
機構

【共済契約者に関すること】

届出が必要なとき 手続き・必要な届出書類 提出先

社会福祉施設等を新設又は開始したとき

施設等新設届・申出書にてご報告ください。

＜４３～４９ページ参照＞
機構

他の経営者から社会福祉施設等を移管され

たとき

特定介護保険施設等又は申出施設等を加

入施設として申出をするとき

社会福祉施設等又は特定介護保険施設等

のすべてを廃止又は休止したとき
社会福祉施設等及び特定介護保険施設等

の経営者でなくなった者の届にてご報告く

ださい。

＜５４～５５ページ参照＞

機構
法人を解散したとき

経営者が交替したとき

社会福祉施設等又は特定介護保険施設等

のすべてを他の経営者に移管したとき

被共済職員について中小企業退職金共済

法による共済契約を締結したとき

中小企業退職金共済契約締結届にてご報

告ください。
機構

被共済職員全員の同意を得て、共済契約を

解除するとき

退職手当共済契約解除通知書にてご報告

ください。 機構

特定介護保険施設等、申出施設等の施設・

事業単位で当該施設・事業にかかる被共済

職員全員の同意を得て、共済契約を部分解

除するとき

退職手当共済契約部分解除通知書にてご

報告ください。 機構

平成１８年４月１日以降の加入者について共

済契約を部分解除するとき（特定介護保険

施設等（平成１８年４月１日制度改正対象施

設）に限る）

社会福祉施設等から特定介護保険施設等

へ転換した施設等で転換日以降の加入者

について共済契約を部分解除するとき

平成２８年４月１日以降の加入者について共
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手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

届出が必要なとき 手続き・必要な届出書類 提出先

済契約を部分解除するとき（特定介護保険

施設等（平成２８年４月１日制度改正対象施

設）に限る）

退職手当共済契約部分解除通知書にてご

報告ください。

機構

共済契約者の氏名、名称、住所が変わった

とき
共済契約者氏名等変更届・共済契約証書

再交付申出書にてご報告ください。

＜６７～６８ページ参照＞

機構共済契約対象施設・事業の名称、所在地又

は種類が変わったとき

共済契約証書を紛失、き損したとき

共済契約対象施設等の一部を廃止又は休

止したとき
共済契約対象施設等一部廃止等届にてご

報告ください。

＜６９～７０ページ参照＞

機構
共済契約対象施設等の一部を他の経営者

に移管したとき

災害その他やむを得ない理由により掛金を

納付期限内に納付できないとき

掛金納付期限延長承認申請書にてご報告

ください。 機構

社会福祉施設等から特定介護保険施設等

へ転換するとき

社会福祉施設等から特定介護保険施設等

への転換届にてご報告ください。 機構

施設を転換する日以後新たに使用する職員

について加入させないとき

施設を転換する日以後新たに使用する職員

について加入させない旨の届 機構

当該年度の掛金納付対象職員届（又は４月

１日付の施設等新設届・申出書）に記入した

特定職員数や措置入所障害児関係業務従

事職員数の見込数が、確定した当該職員数

と異なっていたとき

措置入所障害児関係業務従事職員数・特

定職員数の見込数変更届にてご報告くださ

い。
機構

手続き編（退職手当共済制度における必要な手続き）

届出が必要なとき 手続き・必要な届出書類 提出先

職員が法人内の契約対象外施設に異動し

た

共済契約対象（外）施設等異動届にてご報

告ください

＜６２～６４ページ参照＞

機構

職員が法人内の契約対象外施設から異動

してきた

共済契約対象（外）施設等異動届にてご報

告ください

＜６５～６６ページ参照＞

機構

職員の氏名が変わった
変更のあった翌年度の掛金納付対象職員

届にてご報告ください。
機構

職員が育児休業を取得した
取得した翌年度の掛金納付対象職員届に

てご報告ください。
機構

【共済契約者に関すること】

届出が必要なとき 手続き・必要な届出書類 提出先

社会福祉施設等を新設又は開始したとき

施設等新設届・申出書にてご報告ください。

＜４３～４９ページ参照＞
機構

他の経営者から社会福祉施設等を移管され

たとき

特定介護保険施設等又は申出施設等を加

入施設として申出をするとき

社会福祉施設等又は特定介護保険施設等

のすべてを廃止又は休止したとき
社会福祉施設等及び特定介護保険施設等

の経営者でなくなった者の届にてご報告く

ださい。

＜５４～５５ページ参照＞

機構
法人を解散したとき

経営者が交替したとき

社会福祉施設等又は特定介護保険施設等

のすべてを他の経営者に移管したとき

被共済職員について中小企業退職金共済

法による共済契約を締結したとき

中小企業退職金共済契約締結届にてご報

告ください。
機構

被共済職員全員の同意を得て、共済契約を

解除するとき

退職手当共済契約解除通知書にてご報告

ください。 機構

特定介護保険施設等、申出施設等の施設・

事業単位で当該施設・事業にかかる被共済

職員全員の同意を得て、共済契約を部分解

除するとき

退職手当共済契約部分解除通知書にてご

報告ください。 機構

平成１８年４月１日以降の加入者について共

済契約を部分解除するとき（特定介護保険

施設等（平成１８年４月１日制度改正対象施

設）に限る）

社会福祉施設等から特定介護保険施設等

へ転換した施設等で転換日以降の加入者

について共済契約を部分解除するとき

平成２８年４月１日以降の加入者について共
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手続き編（届出書の記載例）

主な届出書の記載例

約款様式

様式番号 様式名 根拠規定 ページ

第 １ 号
施設等新設届・申出書

（別紙）施設等新設届・申出書職員名簿

第４条の２

第４条の３
４３～４９

第 ２ 号 掛金納付対象職員届

第１８条第１項

第１９条

第２６条

５０～５３

第 ２ 号の ２
措置入所障害児関係業務従事職員数・特定職員数の見

込数変更届
第１８条第３項 掲載省略

第 ３ 号 掛金納付期限延長申請書 第１２条第２項 掲載省略

第 ４ 号
社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者で

なくなった者の届

第１５条

第１６条
５４～５５

第 ５ 号 中小企業退職金共済契約締結届 第１７条 掲載省略

第 ６ 号 被共済職員加入届 第２０条 ５６～５７

第 ７ 号 被共済職員退職届

第１９条

第２１条第１項

第２６条

第３８条第１項

９０～１０１

第 ７ 号の ２
退職手当金請求書 ※ ８７の退職手当金請求書等

提出前チェックリストを必ずご活用下さい。
第３８条 ９０～１０１

第 号の３
合算制度利用申出書 ※ ８７の退職手当金請求書等

提出前チェックリストを必ずご活用下さい。

第３５条第８項、第

３８条
掲載省略

第 ８ 号 共済契約者間継続職員異動届 第２２条第１項 ５８～６１
第 ９ 号 共済契約対象（外）施設等異動届 第２２条の２第１項 ６２～６６
第 ９ 号の ２ 削除

第 １ ０ 号 共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書
第２３条

第５０条第１項
６７～６８

第 １ １ 号 削除

第 １ ２ 号
共済契約対象施設等一部廃止等届

（別紙）共済契約対象施設等一部廃止等届職員名簿
第２５条 ６９～７０

第 １ ３ 号 退職手当共済契約解除通知書 第３１条第３項 ７２～７６
第１３号の２ 退職手当共済契約部分解除通知書 第３１条第４項 ７２～７６
第１４号、１５号 削除

第 １ ６ 号 社会福祉施設等から特定介護保険施設等への転換届 附則第５項 掲載省略

第１６号の２
施設を転換する日以後新たに使用する職員について加

入させない旨の届
附則第４項 掲載省略

別添様式

様式名 ページ

１ 現認証明書（業務上の負傷又は疾病により休業した場合、その理由が業務に起因する

ことを証する書類）
７７

２ 現認証明書（業務上の死亡により退職した場合、その理由が業務に起因することを証

する書類）
掲載省略

※ 本資料には記載例のみを掲載しております。届出書の印刷は＜１１３ページ参照＞
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＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

新たに施設・事業を新設または申し出する場合、『施設等新設届・申出書』を提出してく

ださい。

 

は記入しないでください。

（約款様式第１号）
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

該当する届出区分に○をしてください。

－

　

カードNO．

（4）上記に該当する書類がない場合は、都道府県知事等が発行する証

　　①「法人の定款」（写）
　　②「定款変更申請書」（写）及びその他の書類

（5）法令により許認可・届出の必要がない場合は、右の確認事項が明
記

㊞

ア．施設・事業の名称

イ．所在地

ウ．施設・事業の種類

エ．入所（利用）定員

オ．開始年月日

カ．許認可、届出年月日

【確認事項】

※申出施設については、「ウ」
「エ」「カ」は不要です

【添付書類】

（3）その他、業務委託契約書等

児童自立生活援助事業
小規模住居児童養育事業
小規模保育事業
認定生活困窮者就労訓練事業

人 人

主たる事務所の

◎
コ
ピ
ー

部
を
共
済
契
約
者
控
と
し
て
お
手
元
に
残
し
て
く
だ
さ
い
。

 特定介護保険施設等として申し出ます。

 申出施設等として申し出ます。

共済契約者番号

共
済
契
約
者

氏名又は名称

共済契約者番号がわからない際は掛金納付対
象職員届で確認してください。

連絡先
（電話番号）

所　在　地 県外コード

新設・申出年月日
・社会福祉施設等の場合は、新設年月日又は、経営移管年月日とします。
・特定介護保険施設等又は申出施設等の場合は、施設・事業の許可、届出年月日以降の
日を申出日とします。

施設番号

※申込施設が
下記①に該当
する場合、右
記にもご記入
ください

当該施設等が共済契約を
締結していたことの有無

有の場合解除年月日

郵便番号 －

＊①　今次申込施設が左欄の事業であって、左欄の事業と右欄（特定社会福祉事業）を併設し、右欄の事業割合が1/3以上2/3未満であるとき、
特定職員数を算出し、ご記入ください。（算出方法については別添をご参照ください）

【記入上の留意点】

措置入所障害
児関係業務従

事職員数

人

特定職員数

人

○ △ ○ ×
社会福祉法人 虎ノ門福祉会

東京都港区虎ノ門４－３－１３

北海道　花子 03-3438-○△×△

○ ○

施設等新設届・申出書

平成○○年　４月１０日

独立行政法人福祉医療機構理事長　様 機構受付日付印

次のとおり施設・事業について 施
設
区
分

 社会福祉施設等として新設しました。

◎
下
部
記
載
の
〈

添
付
書
類
〉

を
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
こ
の
届
出
は
、

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　　年　　月　　日

※申込施設が
下記②に該当
する場合、右
記にもご記入
ください

人

　上記「種類」が、軽費老人ホームの場合のみ、以下の内容を確認の上、□内にチェックを記入してください。
　□当該軽費老人ホームは介護保険の指定を受けていません。（施設区分「１．社会福祉施設等」となります。）
　□当該軽費老人ホームは介護保険の指定を受けています。　（施設区分「２．特定介護保険施設等」となります。）

郵便番号

人

所　　在　　地

事務担当者氏名

有・無

（2）「許可書」（写）及び「許可申請書」（写）

人

左
欄

人

配置換職員

人

新規採用

給与支払遅延の有無

有・無

※申込施設が「特定介護保険
施設等」又は「申出施設等」
に該当する場合は右記にもご
記入ください

職員配置
基準数

職員
総数

入所定員
（利用定員）

＊②障害児入所施設であって、かつ児童福祉法第27条第１項の規定により同項第3号の措置がとられている児童に係る業務に従事することを要
する者にかかる部分（措置入所障害児関係業務従事職員数）は公費助成の対象となります。「措置入所障害児関係業務従事職員数」を記入して
ください。（※「措置入所障害児関係業務従事職員数」の求め方については留意事項を参照してください。）

右
欄

１　職員名簿（別紙）
２　右の確認事項が明記された次のいずれかの書類
（1）「許認可書」（写）又は「指定通知書」（写）

名　　　　称

被共済
職員数

加入できない職員

雇用期間
1年未満

労働時間
2/3未満

継続異動 合算申出

人 人 人 人

契約対象外
施設から復帰

被共済職員の内訳

種　　類 種類コード

（児童関係）　障害児通所支援事業
（高齢者関係）老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症
　　　　　　 対応型老人共同生活援助事業
（障害者関係）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、
            生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着
            支援、自立生活援助、共同生活援助、移動支援事業、短期
            入所、重度障害者等包括支援

特別養護老人ホーム　虎ノ門苑 特別養護老人ホーム

　　　　　東京都港区虎ノ門４－３－１３

 

１

２

８

７

６

５

４

３

９

手続き編（届出書の記載例）

主な届出書の記載例

約款様式

様式番号 様式名 根拠規定 ページ

第 １ 号
施設等新設届・申出書

（別紙）施設等新設届・申出書職員名簿

第４条の２

第４条の３
４３～４９

第 ２ 号 掛金納付対象職員届

第１８条第１項

第１９条

第２６条

５０～５３

第 ２ 号の ２
措置入所障害児関係業務従事職員数・特定職員数の見

込数変更届
第１８条第３項 掲載省略

第 ３ 号 掛金納付期限延長申請書 第１２条第２項 掲載省略

第 ４ 号
社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者で

なくなった者の届

第１５条

第１６条
５４～５５

第 ５ 号 中小企業退職金共済契約締結届 第１７条 掲載省略

第 ６ 号 被共済職員加入届 第２０条 ５６～５７

第 ７ 号 被共済職員退職届

第１９条

第２１条第１項

第２６条

第３８条第１項

９０～１０１

第 ７ 号の ２
退職手当金請求書 ※ ８７の退職手当金請求書等

提出前チェックリストを必ずご活用下さい。
第３８条 ９０～１０１

第 号の３
合算制度利用申出書 ※ ８７の退職手当金請求書等

提出前チェックリストを必ずご活用下さい。

第３５条第８項、第

３８条
掲載省略

第 ８ 号 共済契約者間継続職員異動届 第２２条第１項 ５８～６１
第 ９ 号 共済契約対象（外）施設等異動届 第２２条の２第１項 ６２～６６
第 ９ 号の ２ 削除

第 １ ０ 号 共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書
第２３条

第５０条第１項
６７～６８

第 １ １ 号 削除

第 １ ２ 号
共済契約対象施設等一部廃止等届

（別紙）共済契約対象施設等一部廃止等届職員名簿
第２５条 ６９～７０

第 １ ３ 号 退職手当共済契約解除通知書 第３１条第３項 ７２～７６
第１３号の２ 退職手当共済契約部分解除通知書 第３１条第４項 ７２～７６
第１４号、１５号 削除

第 １ ６ 号 社会福祉施設等から特定介護保険施設等への転換届 附則第５項 掲載省略

第１６号の２
施設を転換する日以後新たに使用する職員について加

入させない旨の届
附則第４項 掲載省略

別添様式

様式名 ページ

１ 現認証明書（業務上の負傷又は疾病により休業した場合、その理由が業務に起因する

ことを証する書類）
７７

２ 現認証明書（業務上の死亡により退職した場合、その理由が業務に起因することを証

する書類）
掲載省略

※ 本資料には記載例のみを掲載しております。届出書の印刷は＜１１３ページ参照＞
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＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

① 施設区分

・ 該当する施設区分に○をつけてください。

・ 特定介護保険施設等又は申出施設等の場合、申出をするか否かは、各施設等で選択できます。

ただし、申し出をする場合、加入要件を満たす職員は全員加入させなければなりません。
 
② 新設・申出年月日

・ 社会福祉施設等の場合は、事業認可年月日を記入します。

・ 特定介護保険施設等又は申出施設等の場合、事業認可以降に申し出をする日（加入する日）を記入し

ます。 
 
③ 種類

・ 施設・事業の種類（許認可・届出書又は法人登記簿記載事項）を記入してください。
 
④ 入所（利用）定員等

・ 「入所（利用）定員」「職員配置基準数」欄には、法令上定められた基準数（許認可・届出書記載事項）を

記入してください。なお、国の指定がない施設・事業の場合、記入する必要はありません。

・ 「職員総数」欄は、「被共済職員数」と「加入できない職員数」の合計を記入してください。

・ 「被共済職員数」欄の人数と「職員名簿」記載の人数とが合致していることを確認してください。 
 
⑤ 当該施設等が共済契約を締結していたことの有無

･ 特定介護保険施設等または申出施設等の場合に記入します。

･ 当該施設等が過去に共済契約を解除したことがある場合、「有」に○をつけ、その解除日を記入してくだ

さい。

※当該施設等が共済契約を解除してから、１年未満の場合は申し出をすることができません。
 
⑥ 被共済職員

・ 新設・申出日時点での職員数を記入し、併せて『（別紙）施設等新設届・申出書職員名簿』を添付して

ください。

（１）新規採用者（加入）…加入要件を満たす人は全員加入させなければなりません

（２）配置換職員…同一法人内の既存の契約対象施設からの異動の職員です

（３）共済契約対象外施設等からの復帰職員

（４）継続異動職員（『共済契約者間継続職員異動届』（約款様式第 号）を添付する必要があります）

（５）合算申出職員…次の要件を満たし、前後の被共済職員期間の合算の申し出を行った加入職員

①退職前の被共済職員としての在籍期間が 年以上あること

② 退職手当金の請求を行っていないこと（『退職手当金請求書・合算申出書』において合算申出の

意思表示あり）

③ 退職後３年以内（※）に再び被共済職員になること（「職員名簿」に被共済職員であったことの有無

『有』に○及び合算申出に○と退職日記入の意思表示あり）

（※）Ｈ 以前退職日の場合は、２年以内。

④自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職した場合でないこと
 
⑦ 「種類」が軽費老人ホームの場合

・ 介護保険の指定を受けている場合、施設区分は特定介護保険施設等になります。

・ 介護保険の指定を受けていない場合、施設区分は社会福祉施設等になります。 
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＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

 
⑨ 措置入所障害児関係業務従事職員数

→１０～１１ページを参照のうえ、算出し、記入してください。

 

 

 

⑧ 特定職員数

・ 以下①（※）の事業（特定介護保険施設等）のいずれかと、以下②（※）の特定社会福祉事業のいずれか

を、同一事業所で提供しており、当該事業所職員がどちらかの業務を行う職員か明確に区分けできないよ

うな場合であって、手順１で計算した「特定社会福祉事業割合」が１／３以上２／３未満の場合は、手順２に

て計算した特定職員数を記入してください。

（特定職員数の分については公的助成の対象となります。）

※①…（児童関係）障害児通所支援事業、（高齢者関係）老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅

介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、（障害者関係）居宅介護、重度訪問介護、同

行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着

支援、自立生活援助、共同生活援助、移動支援事業、短期入所、重度障害者等包括支援

※②…児童自立生活援助事業、小規模住居児童養育事業、小規模保育事業、認定生活困窮者就労訓

練事業

手順１． 特定社会福祉事業割合を計算してください。

特定社会福

祉事業割合
＝

前年度の当該事業所における特定社会福祉事業に係る収入額

前年度の当該事業所における収入額

（当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係るもの）

手順２． 「特定社会福祉事業割合」が１／３以上２／３未満の場合は以下のとおり算出した特定職員数

を「特定職員数」欄に記入してください。なお、小数点以下は切り捨てとなります。

特定職員数 ＝ 当該施設の被共済職員数 × 特定社会福祉事業割合

〔例〕 ○○福祉会 障害児通所支援事業の収入 ： １，０００万円

小規模住居児童養育事業の収入： ５００万円

当該施設の被共済職員数 ：１０人

手順１．

１／３ ≦
５００万円（前年度の当該事業所における特定社会福祉事業に係る収入額）

２／３
１，０００万円 ＋ ５００万円（前年度の当該事業所における収入額）

よって、この事業所は特定社会福祉事業割合が１ ３以上２ ３未満となり、特定職員数の

分について、公的助成の対象となります。

手順２．

１０人

（被共済職員数）
×

５００万円
＝ ３．３……

１，５００万円

小数点以下は切り捨てとなるため、特定職員数は３人となります。

＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

① 施設区分

・ 該当する施設区分に○をつけてください。

・ 特定介護保険施設等又は申出施設等の場合、申出をするか否かは、各施設等で選択できます。

ただし、申し出をする場合、加入要件を満たす職員は全員加入させなければなりません。
 
② 新設・申出年月日

・ 社会福祉施設等の場合は、事業認可年月日を記入します。

・ 特定介護保険施設等又は申出施設等の場合、事業認可以降に申し出をする日（加入する日）を記入し

ます。 
 
③ 種類

・ 施設・事業の種類（許認可・届出書又は法人登記簿記載事項）を記入してください。
 
④ 入所（利用）定員等

・ 「入所（利用）定員」「職員配置基準数」欄には、法令上定められた基準数（許認可・届出書記載事項）を

記入してください。なお、国の指定がない施設・事業の場合、記入する必要はありません。

・ 「職員総数」欄は、「被共済職員数」と「加入できない職員数」の合計を記入してください。

・ 「被共済職員数」欄の人数と「職員名簿」記載の人数とが合致していることを確認してください。 
 
⑤ 当該施設等が共済契約を締結していたことの有無

･ 特定介護保険施設等または申出施設等の場合に記入します。

･ 当該施設等が過去に共済契約を解除したことがある場合、「有」に○をつけ、その解除日を記入してくだ

さい。

※当該施設等が共済契約を解除してから、１年未満の場合は申し出をすることができません。
 
⑥ 被共済職員

・ 新設・申出日時点での職員数を記入し、併せて『（別紙）施設等新設届・申出書職員名簿』を添付して

ください。

（１）新規採用者（加入）…加入要件を満たす人は全員加入させなければなりません

（２）配置換職員…同一法人内の既存の契約対象施設からの異動の職員です

（３）共済契約対象外施設等からの復帰職員

（４）継続異動職員（『共済契約者間継続職員異動届』（約款様式第 号）を添付する必要があります）

（５）合算申出職員…次の要件を満たし、前後の被共済職員期間の合算の申し出を行った加入職員

①退職前の被共済職員としての在籍期間が 年以上あること

② 退職手当金の請求を行っていないこと（『退職手当金請求書・合算申出書』において合算申出の

意思表示あり）

③ 退職後３年以内（※）に再び被共済職員になること（「職員名簿」に被共済職員であったことの有無

『有』に○及び合算申出に○と退職日記入の意思表示あり）

（※）Ｈ 以前退職日の場合は、２年以内。

④自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職した場合でないこと
 
⑦ 「種類」が軽費老人ホームの場合

・ 介護保険の指定を受けている場合、施設区分は特定介護保険施設等になります。

・ 介護保険の指定を受けていない場合、施設区分は社会福祉施設等になります。 
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＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

⑩ 添付書類

（１） 職員名簿（別紙）（被共済職員数が０名の場合は不要。）

（２） 施設等を経営していることを証する書類等

例．保育所等 → 許可書及び設置許可申請書

障害者総合支援法に関係する施設等 → 指定通知書

介護保険法に関係する施設等 → 許認可書 等

収益事業等（不動産・賃貸業等）→ 法人の定款等で確認できるもの

（３） 継続異動職員がいる場合、『共済契約者間継続職員異動届』（様式第８号）

（４） 施設の経営移管を受けた場合、移管元の経営者から提出された『社会福祉施設等及び特定介護保

険施設等の経営者でなくなった者の届』（様式第４号）又は『共済契約対象施設等一部廃止等届』

（様式第１２号）

この届を提出する場合、「職員名簿」を添付しますので、新規採用者（加入【合算申出含む】）の『

被共済職員加入届』及び共済契約対象外施設等からの復帰職員の『共済契約対象（外）施設等異

動届』は必要ありません。
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＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

『（別紙）施設等新設届・申出書職員名簿』

① 施設区分

該当する施設区分に○をつけてください。

② 職員氏名

新設・申出年月日現在において、当該施設等に従事する加入資格のある職員を全員記入してください。

③ 加入資格

次の加入資格のうち、該当する記号に○をつけてください。

ア 雇用期間に定めのない職員（いわゆる正規職員）

イ １年以上の雇用期間を定めて使用される職員で、労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働

時間の３分の２以上の者

ウ １年未満の雇用期間を定めて使用され、期間の更新により引き続き１年を経過した職員で、労働時間が

就業規則で定める正規職員の所定労働時間の３分の２以上の者

④ 新設・申出時職種
「職種」欄には、下記の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。その他の職員（職種
番号１４）については、具体的な職名を記入してください。

１

２

３ ４ ５ ６ ７
８

 

番号 番号 番号

０１ ０５ ０９

１０

１１

１２

１３

０４ ０８

名称

施設長

介護職員

例 名称 例

介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー等

園長・所長・寮長・院長等

例 名称

栄養士

ホームヘルパー・世話人等

指導員 ０２
児童指導員・生活指導員（支援員・相談
員）・精神障害者社会復帰指導員・ソーシャ
ルワーカー等

調理員・調理師等

事務員 事務員・事務長・副施設長・副園長等

介助員 介助員等

保育士 ０３
保育士（保母・保父）・児童生活支援員・児
童自立支援専門員等

医師 医師等 調理員

看護師 ０６ 看護師・准看護師・保健師等

ホームヘルパー

栄養士等

職 種 番 号

介護支援専門員・ケアマネージャー等

いずれの職種にも該当しないもの
（例えば、運転手・用務員・薬剤師・守衛・ボ
イラー技士等）

１４その他

訓練指導員 ０７
作業指導員・職業指導員・作業療法士・理
学療法士・マッサージ師・聴能訓練担当職
員・言語機能訓練担当員等

介護支援専門員

＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

⑩ 添付書類

（１） 職員名簿（別紙）（被共済職員数が０名の場合は不要。）

（２） 施設等を経営していることを証する書類等

例．保育所等 → 許可書及び設置許可申請書

障害者総合支援法に関係する施設等 → 指定通知書

介護保険法に関係する施設等 → 許認可書 等

収益事業等（不動産・賃貸業等）→ 法人の定款等で確認できるもの

（３） 継続異動職員がいる場合、『共済契約者間継続職員異動届』（様式第８号）

（４） 施設の経営移管を受けた場合、移管元の経営者から提出された『社会福祉施設等及び特定介護保

険施設等の経営者でなくなった者の届』（様式第４号）又は『共済契約対象施設等一部廃止等届』

（様式第１２号）

この届を提出する場合、「職員名簿」を添付しますので、新規採用者（加入【合算申出含む】）の『

被共済職員加入届』及び共済契約対象外施設等からの復帰職員の『共済契約対象（外）施設等異

動届』は必要ありません。
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＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

⑤ 異動の内容

該当する番号に○をつけてください。「２．配置換」の場合は、配置換前の施設名及び職員番号を、「３．

契約対象施設復帰」の場合、復帰前の施設名及び職員番号を記入してください。 

⑥ 被共済職員であったことの有無及び被共済職員でなくなった理由・年月日（加入・継続異動・合算申出の場合）

加入する職員が、被共済職員であった場合、被共済職員期間を通算又は合算できることがありますので、その

事実を当該職員に確認して記入してください。また、「解除」「合算申出」の事実がある場合、「前共済契約者名」

「前共済契約者番号」及び「前職員番号」を記入してください。

なお、被共済職員でなくなった理由「退職・解除・合算申出」の内容については、次のとおりです。

「 退 職 」 → 退職手当金の給付を受け、被共済職員でなくなった場合等

「 解 除 」 → 経営者が共済契約を解除したことにより、被共済職員でなくなった場合等（この場合、被共

済職員期間を合算できることがあります。）

「合算申出」 → 被共済職員期間１年以上ある者が退職手当金を請求しないまま、退職日から３年以内（※）

に再び被共済職員になる場合（この場合、被共済職員期間を合算することができます。）

（※）Ｈ 以前退職日の場合は、２年以内。

⑦ 本俸月額

ア 「俸給表の額」と「俸給の調整額」に分けて記入してください。

イ 「俸給表の額」欄には、俸給表に格付けされた俸給の額を記入してください。

ウ 「俸給の調整額」欄には、業務の種類に応じて本俸を是正するための「給与特別改善費」（俸給表に

算入済みの場合は除く。）及び職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労

環境が著しく特殊であることを考慮し本俸を調整するための「特殊業務手当」（同様の趣旨の手当を含

む。）が支給されている場合は、それらの手当の合算額を俸給表の額とは別掲で記入してください。な

お、給与規定上判断がつきにくい手当がある場合は、事前に機構にご相談ください。

エ 日給月給制の職員の本俸月額は、次の算出より得た額とします。

【本俸月額算出例】

［勤務形態が正規職員と同じ職員（１日８時間週４０時間）］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円の職員の場合

→７，０００円（日給）×２１日＝１４７，０００円

・時給が７００円で１日８時間勤務の職員の場合

→７００円（時給）×８時間（１日の労働時間）×２１日＝１１７，６００円

［勤務形態が個別の雇用契約による職員］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円で週４日勤務の職員の場合

→７，０００円（日給）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝１１７，６００円

・時給が７００円で１日７時間週４日勤務の職員の場合

→７００円（時給）×７時間（１日の労働時間）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝８２，３２０円

※ なお、上記に当てはまらない場合は、機構にご相談ください。
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＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

⑧ 配置換・継続異動の職員の従業状況（４月１日に新設・事業開始の場合のみ記載してください）

ア 「業務に従事した日数が１０日以下の月」（被共済職員期間とならない月）

前年４月から本年３月までの間の各月において業務に従事した日数が１０日以下の月がある場合

に、当該月名と月の計を記入します。例えば「１２月｜０１」と記入します。業務に従事した日数が１０日

以下の月がない場合は、計の欄に「００」を記入してください。

なお、業務上の傷病による休業期間、介護休業期間、出産予定日前６週間（多胎妊娠の場合は１４

週間）と出産後８週間の休業期間及び育児休業期間は業務に従事した日数に含めますので、この欄

には記入しないでください。

イ 「業務上の傷病による休業期間」

業務上の傷病による休業期間を出勤日数に含めている場合、「業務上の傷病による休業期間」欄に

開始年月日及び終了年月日を記入してください。

ウ 「育児休業をとった者」

前年の４月２日から本年の４月１日までに育児休業をとった者及び育児休業の終了日を変更する者

に該当する場合に記入します。

・ 新たに届出をする者は「１．新規」

・ すでに届出ているが、終了日を変更する者は「２．変更」

・ 同一の子の育児休業を再度取得する者は「３．再取得」に○をつけてください。

※ 女性職員が休業した場合、「開始年月日」欄には出産日の翌日より起算して５７日目（産後休業

８週間が終了した翌日）以降の実際の育児休業開始年月日を記入します。（男性職員が休業した

場合は出産日以降の実際の育児休業年月日を記入します。）

※ 「終了年月日」欄には子の満１歳の誕生日の前日までにおいて実際に育児休業が終了した年

月日を記入します。なお、子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合（保育所に入

所を希望しているが、入所できない場合他）にあっては、子が１歳６ヶ月に達するまでの間、育児

休業を取得することができますので、「半年延長の理由」欄の該当する番号を選択してください。

※ パパ・ママ育休プラスを利用している場合は、「有」に○印を付けてください。

 

 

④

＊施設等新設届・申出書の記載上の留意点（ ）＊

⑤ 異動の内容

該当する番号に○をつけてください。「２．配置換」の場合は、配置換前の施設名及び職員番号を、「３．

契約対象施設復帰」の場合、復帰前の施設名及び職員番号を記入してください。 

⑥ 被共済職員であったことの有無及び被共済職員でなくなった理由・年月日（加入・継続異動・合算申出の場合）

加入する職員が、被共済職員であった場合、被共済職員期間を通算又は合算できることがありますので、その

事実を当該職員に確認して記入してください。また、「解除」「合算申出」の事実がある場合、「前共済契約者名」

「前共済契約者番号」及び「前職員番号」を記入してください。

なお、被共済職員でなくなった理由「退職・解除・合算申出」の内容については、次のとおりです。

「 退 職 」 → 退職手当金の給付を受け、被共済職員でなくなった場合等

「 解 除 」 → 経営者が共済契約を解除したことにより、被共済職員でなくなった場合等（この場合、被共

済職員期間を合算できることがあります。）

「合算申出」 → 被共済職員期間１年以上ある者が退職手当金を請求しないまま、退職日から３年以内（※）

に再び被共済職員になる場合（この場合、被共済職員期間を合算することができます。）

（※）Ｈ 以前退職日の場合は、２年以内。

⑦ 本俸月額

ア 「俸給表の額」と「俸給の調整額」に分けて記入してください。

イ 「俸給表の額」欄には、俸給表に格付けされた俸給の額を記入してください。

ウ 「俸給の調整額」欄には、業務の種類に応じて本俸を是正するための「給与特別改善費」（俸給表に

算入済みの場合は除く。）及び職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労

環境が著しく特殊であることを考慮し本俸を調整するための「特殊業務手当」（同様の趣旨の手当を含

む。）が支給されている場合は、それらの手当の合算額を俸給表の額とは別掲で記入してください。な

お、給与規定上判断がつきにくい手当がある場合は、事前に機構にご相談ください。

エ 日給月給制の職員の本俸月額は、次の算出より得た額とします。

【本俸月額算出例】

［勤務形態が正規職員と同じ職員（１日８時間週４０時間）］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円の職員の場合

→７，０００円（日給）×２１日＝１４７，０００円

・時給が７００円で１日８時間勤務の職員の場合

→７００円（時給）×８時間（１日の労働時間）×２１日＝１１７，６００円

［勤務形態が個別の雇用契約による職員］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円で週４日勤務の職員の場合

→７，０００円（日給）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝１１７，６００円

・時給が７００円で１日７時間週４日勤務の職員の場合

→７００円（時給）×７時間（１日の労働時間）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝８２，３２０円

※ なお、上記に当てはまらない場合は、機構にご相談ください。
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【掛金納付対象職員届（約款様式第２号）】作成上の留意点

毎年度４月１日現在の被共済職員の在籍状況及び前年４月２日から３月３１日までの異

動者状況並びに従業状況を『掛金納付対象職員届』により報告する必要があります。この

届出に基づき、被共済職員数を確定し、人数分の掛金を納付してください。

 

 

職員数がゼロでも掛金届を必
ず返送してください。

＊掛金納付の対象となる職
員がいないことを報告す
る必要があります。 

職員番号は記入・抹消しない
でください。 

「９」から始まる職員番号が表

示されている場合、仮の職員

番号になります。

新潟 太郎

職員姓名の変更の届出は、掛
金納付対象職員届で報告しま
す。 
前年度に変更が生じている場
合には、必ず報告してくださ
い。 

平成●年●月●日 ○○：○○

平成●年●月●日 ○○：○○

 
平成●年●月●日

平成

平成

平成
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＊ この届は、施設別・事業単位で報告する必要があります。

提出にあたっては、直接機構に送付してください。

 

４月１日現在で在籍している職員全員の「俸給表の額」、
「俸給の調整額」（該当があった場合）を報告してください。

＊本俸月額については ２５～２７ページ参照

この届は、次の届を兼ねていますので別途届を提出

する必要はありません。

①被共済職員加入届（４月１日付加入の者）

②共済契約対象施設等復帰届（４月１日付復帰の者）

③被共済職員退職届（在籍期間１年未満の者） 

従業状況欄は、退職手当金の計算基礎となる被共済
職員期間等を報告する、とても重要な記入欄です。

＊業務に従事した日数が１０日以下の月（被共済職員
期間とならない月）、業務上の傷病による休業期間
については ２８ページ参照

＊育児休業期間については ２９～３２ページ参照

5/2~

から

～ 

5/31 

●

 

平成 平成 平成

【掛金納付対象職員届（約款様式第２号）】作成上の留意点

毎年度４月１日現在の被共済職員の在籍状況及び前年４月２日から３月３１日までの異

動者状況並びに従業状況を『掛金納付対象職員届』により報告する必要があります。この

届出に基づき、被共済職員数を確定し、人数分の掛金を納付してください。

 

 

職員数がゼロでも掛金届を必
ず返送してください。

＊掛金納付の対象となる職
員がいないことを報告す
る必要があります。 

職員番号は記入・抹消しない
でください。 

「９」から始まる職員番号が表

示されている場合、仮の職員

番号になります。

新潟 太郎

職員姓名の変更の届出は、掛
金納付対象職員届で報告しま
す。 
前年度に変更が生じている場
合には、必ず報告してくださ
い。 

平成●年●月●日 ○○：○○

平成●年●月●日 ○○：○○

 
平成●年●月●日

平成

平成

平成
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ｏｉｎｔ １ ：異動内容の理由について

１ 新 規 加 入 ２ 退 職

３ 配 置 換 増 ４ 配 置 換 減

５ 契 約 対 象 施 設 等 復 帰 増 ６ 契約対象外施設等異動減

７ 継 続 異 動 増 ８ 継 続 異 動 減

９ 合 算 申 出 増 １０ 合 算 申 出 減

●配置換（増・減）

同じ法人内の共済契約対象施設等へ異動した職員をいいます。

●契約対象外異動減

同じ法人内の共済契約対象外施設等へ異動した職員をいいます。

＊ 別途『共済契約対象（外）施設等異動届』を提出してください。

●契約対象施設等復帰増

同じ法人内の共済契約対象施設等へ復帰した職員をいいます。

＊ 別途『共済契約対象 外 施設等異動届』を提出してください（４月１日付復帰の者を

除く）。

●継続異動（増・減）

退職手当金を請求せず、１日の空白もなく他の共済契約者の加入可能な共済契約対象施設

へ異動して被共済職員期間を続けた職員をいいます。

＊ 別途『共済契約者間継続職員異動届』を提出してください。

●合算申出（増・減）

引き続き１年以上被共済職員である者が退職し、３年以内（※）に再び被共済職員となる

職員で被共済職員期間の合算を希望する職員をいいます。

（※）Ｈ 以前退職日の場合は、２年以内。

＊ 別途『被共済職員退職届』、『合算制度利用申出書』、『被共済職員加入届』を提出

してください（４月１日付合算申出の者を除く）。

 

＋（増） 当該施設に新しく追加された職員

※異動年月日は異動してきた日となります。

△（減）当該施設からいなくなった職員

※異動年月日は在籍した最終日となります。
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ｏｉｎｔ ２ ：４月１日在籍職員の氏名の変更について

前年度中に氏名を変更している職員については、『掛金納付対象職員届』にて報告して

ください。その際には、変更した年月日を報告してください。

年度途中で退職した職員の氏名の変更については、『被共済職員退職届』にて報告して

ください。

ｏｉｎｔ ３ ：施設又は事業の廃止（休止を含む）について

一部の施設・事業を平成３０年３月３１日以前に廃止（休止を含む）又は共済契約を締

結していない経営者（地方公共団体を含む）に経営移管している場合は、「施設・事業廃止

年月日」欄にその廃止の日を記入します。この場合、その施設又は事業の掛金納付対象職

員届にプリントされているすべての職員について、異動理由（２，４，６，８，１０のい

ずれか）を記入してください。

＊併せて『共済契約対象施設等一部廃止等届』を提出してください。

ｏｉｎｔ ４ ：施設又は事業の新設・申出について

新しく４月１日に社会福祉施設等を開設した場合、特定介護保険施設等又は申出施設等

を申し出る場合には、『施設等新設届・申出書』を提出しますので、当該施設等の被共済

職員にかかる『掛金納付対象職員届』の提出は不要です。

また、新設・申出をした場合の掛金については、振込依頼書は再送しませんので、既存

の施設・事業分との合計額を１回で納付してください。

 
『掛金納付対象職員届』をご提出いただく場合の送付先

〒１０５－８４８６

東京都港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル９階

独立行政法人福祉医療機構 共済部 退職共済課

※個人情報になりますので、共済契約者の個人情報保護規程に基づき、追跡可能な方法等

でご提出ください。

 

 
ｏｉｎｔ １ ：異動内容の理由について

１ 新 規 加 入 ２ 退 職

３ 配 置 換 増 ４ 配 置 換 減

５ 契 約 対 象 施 設 等 復 帰 増 ６ 契約対象外施設等異動減

７ 継 続 異 動 増 ８ 継 続 異 動 減

９ 合 算 申 出 増 １０ 合 算 申 出 減

●配置換（増・減）

同じ法人内の共済契約対象施設等へ異動した職員をいいます。

●契約対象外異動減

同じ法人内の共済契約対象外施設等へ異動した職員をいいます。

＊ 別途『共済契約対象（外）施設等異動届』を提出してください。

●契約対象施設等復帰増

同じ法人内の共済契約対象施設等へ復帰した職員をいいます。

＊ 別途『共済契約対象 外 施設等異動届』を提出してください（４月１日付復帰の者を

除く）。

●継続異動（増・減）

退職手当金を請求せず、１日の空白もなく他の共済契約者の加入可能な共済契約対象施設

へ異動して被共済職員期間を続けた職員をいいます。

＊ 別途『共済契約者間継続職員異動届』を提出してください。

●合算申出（増・減）

引き続き１年以上被共済職員である者が退職し、３年以内（※）に再び被共済職員となる

職員で被共済職員期間の合算を希望する職員をいいます。

（※）Ｈ 以前退職日の場合は、２年以内。

＊ 別途『被共済職員退職届』、『合算制度利用申出書』、『被共済職員加入届』を提出

してください（４月１日付合算申出の者を除く）。

 

＋（増） 当該施設に新しく追加された職員

※異動年月日は異動してきた日となります。

△（減）当該施設からいなくなった職員

※異動年月日は在籍した最終日となります。
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＊社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届

の記載上の留意点（ 1 / 2 ）＊ 

共済契約者が、経営するすべての社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経

営者でなくなったときは、共済契約は解除されますので、『社会福祉施設等及び

特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届』（約款様式第４号 以下「経

営者でなくなった者の届」という。）を提出してください。

なお、施設・事業の経営者の変更により、変更後の経営者が引き続いて共済契

約を機構と締結する者であるとき又は既に経営者との共済契約を締結している

者であるときは、変更前の経営者との共済契約は解除となりますが、被共済職員

は、共済制度上、退職とはならず被共済職員期間の通算が認められます。経営者

の変更による場合は、『経営者でなくなった者の届』は、変更後の経営者がその

提出書類と一緒に提出してください。

 

１

２

３

４
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＊社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届

の記載上の留意点（ 2 / 2 ）＊ 

◎『経営者でなくなった者の届』の届出が必要な場合について

内 容
変 更 前 の

共済契約者
変更後の経営者（契約申込者）

経営者が交替した場合 例：社会福祉法人以外

（平成１３年３月３１日以前契約）の経営から

社会福祉法人経営となった場合

「経営者でなく

なった者の届」

を変更後の経営

者（契約申込者）

又は共済契約者

に提出してくだ

さい。

変更前の共済契約者から提出され

た「経営者でなくなった者の届」と

一緒に「契約申込書類」及び合併契

約書（写）、譲渡契約書（写）等の

経営者が変更したことを証する書

類を機構に提出してください。

※変更後の経営者が既に共済契約

者の場合、上記提出書類は、「契約

申込書」でなく「施設等新設届・申

出書」を機構に提出してください。

新設合併 ２つ以上の共済契約者が合併して、

新たに社会福祉法人を設立した場合

吸収合併と新規加入 変更前の共済契約者が経

営する社会福祉施設等・特定介護保険施設等の

全部が、変更後の経営者が経営する社会福祉施

設等・特定介護保険施設等となった場合

全部の施設・事業が廃止・休止 社会福祉施設

等・特定介護保険施設等の全部を廃止又は休止

した場合

「経営者でなく

なった者の届」

を機構に提出し

てください。

② 経営者でなくなった理由

・該当する記号に○をつけてください。「ク その他」の場合は、 内に具体的な理由を記入し
てください。

 

① 経営者でなくなった年月日

・該当年月日を記入ください。（例：廃止：廃止日、組織変更：変更年月日の前日）

③ 社会福祉施設等、特定介護保険施設等又は申出施設等の名称及び被共済職員数

・名称及び経営者でなくなった年月日直前に被共済職員であった者の人数を記入してください。 

④ 備考 変更後の共済契約者（経営者）名 共済契約者番号

・変更後の経営者（契約申込者）又は共済契約者（既に契約を締結している者）の名前を記入し
てください。

・変更後の経営者が既に共済契約者の場合、共済契約者番号を記入してください。 

１．共済契約者が経営する社会福祉施設等、特定介護保険施設等又は申出施設等の施設・事業の全部

を廃止・休止・経営移管する場合は、『経営者でなくなった者の届』を、一部を廃止・休止・経営

移管する場合は、『共済契約対象施設等一部廃止届』を提出してください。

２．経営者でなくなったことによって退職した者があるときは、遅滞なく、『被共済職員退職届』、

『退職手当金請求書』または『合算制度利用申出書』を提出してください。

ただし、経営者の変更により引き続き変更後の共済契約者に係る被共済職員であったものとして取り

扱われる場合は、『被共済職員退職届』及び『退職手当金請求書』または『合算制度利用申出

書』を提出する必要はありません。 

＊社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届

の記載上の留意点（ 1 / 2 ）＊ 

共済契約者が、経営するすべての社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経

営者でなくなったときは、共済契約は解除されますので、『社会福祉施設等及び

特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届』（約款様式第４号 以下「経

営者でなくなった者の届」という。）を提出してください。

なお、施設・事業の経営者の変更により、変更後の経営者が引き続いて共済契

約を機構と締結する者であるとき又は既に経営者との共済契約を締結している

者であるときは、変更前の経営者との共済契約は解除となりますが、被共済職員

は、共済制度上、退職とはならず被共済職員期間の通算が認められます。経営者

の変更による場合は、『経営者でなくなった者の届』は、変更後の経営者がその

提出書類と一緒に提出してください。

 

１

２

３

４
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＊被共済職員加入届の記載上の留意点（ ）＊

新規の正規職員を採用した場合や臨時職員が加入資格の要件を満たした場合、ある

いは合算申出をする職員が新規に加入する場合には、『被共済職員加入届』を提出し

てください（施設、事業単位で記入してください）。

① 氏名
新たに被共済職員となった方の氏名を記入してください。（もともと契約対象外施設等に従事していた職

員が、契約対象施設等に配属されたことによる加入も含みます） 
② 加入資格

加入対象となる職員の該当する記号に○をつけてください。
ア 雇用期間に定めのない職員（いわゆる正規職員）
イ １年以上の雇用期間を定めて使用される職員で、労働時間が就業規則で定める正規職員の所定
労働時間の３分の２以上の者

ウ １年未満の雇用期間を定めて使用され、期間の更新により引き続き１年を経過した職員で、労働時
間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の３分の２以上の者

③ 職種番号
「職種」欄には、以下の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。その他の職員（職

種番号１４）については、具体的な職名を記入してください。

 

記載例 

４３２１ ５

 

番号 番号 番号

０１ ０５ ０９

１０

１１

１２

１３

０４ ０８

名称

施設長

介護職員

例 名称 例

介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー等

園長・所長・寮長・院長等

例 名称

栄養士

ホームヘルパー・世話人等

指導員 ０２
児童指導員・生活指導員（支援員・相談
員）・精神障害者社会復帰指導員・ソーシャ
ルワーカー等

調理員・調理師等

事務員 事務員・事務長・副施設長・副園長等

介助員 介助員等

保育士 ０３
保育士（保母・保父）・児童生活支援員・児
童自立支援専門員等

医師 医師等 調理員

看護師 ０６ 看護師・准看護師・保健師等

ホームヘルパー

栄養士等

職 種 番 号

介護支援専門員・ケアマネージャー等

いずれの職種にも該当しないもの
（例えば、運転手・用務員・薬剤師・守衛・ボ
イラー技士等）

１４その他

訓練指導員 ０７
作業指導員・職業指導員・作業療法士・理
学療法士・マッサージ師・聴能訓練担当職
員・言語機能訓練担当員等

介護支援専門員
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＊被共済職員加入届の記載上の留意点（ ）＊

④ 本俸月額

ア 「俸給表の額」と「俸給の調整額」に分けて記入してください。 
イ 「俸給表の額」欄には、俸給表に格付けされた俸給の額を記入してください。 
ウ 「俸給の調整額」欄には、業務の種類に応じて本俸を是正するための「給与特別改善費」（俸給表に算

入済みの場合は除く。）及び職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境

が著しく特殊であることを考慮し本俸を調整するための「特殊業務手当」（同様の趣旨の手当を含む。）が

支給されている場合は、それらの手当の合算額を俸給表の額とは別掲で記入してください。なお、給与規

定上判断がつきにくい手当がある場合は、事前に機構にご相談ください。 
エ 日給月給制の職員の本俸月額は、次の算出より得た額とします。 
【本俸月額算出例】 
［勤務形態が正規職員と同じ職員（１日８時間週４０時間）］ 
・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円の職員の場合 
→７，０００円（日給）×２１日＝１４７，０００円 
・時給が７００円で１日８時間勤務の職員の場合 
→７００円（時給）×８時間（１日の労働時間）×２１日＝１１７，６００円 
［勤務形態が個別の雇用契約による職員］ 
・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円で週４日勤務の職員の場合 
→７，０００円（日給）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝１１７，６００円 
・時給が７００円で１日７時間週４日勤務の職員の場合 
→７００円（時給）×７時間（１日の労働時間）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝８２，３２０円 

※ なお、上記に当てはまらない場合は、機構にご相談ください。 

⑤ 被共済職員であったことの有無及び被共済職員でなくなった理由・年月日

加入する職員が、被共済職員であった場合、被共済職員期間を通算又は合算できることがありますので、その

事実を当該職員に確認して記入してください。また、「解除」「合算申出」の事実がある場合、「前共済契約者名」

「前共済契約者番号」及び「前職員番号」を記入してください。

なお、被共済職員でなくなった理由「退職・解除・合算申出」の内容については、次のとおりです。

「 退 職 」 → 退職手当金の給付を受け、被共済職員でなくなった場合等

「 解 除 」 → 経営者が共済契約を解除したことにより、被共済職員でなくなった場合等（この場合、被共

済職員期間を合算できることがあります。）

「合算申出」 → 被共済職員期間１年以上ある者が退職手当金を請求しないまま、退職日から３年以内（※）

に再び被共済職員になる場合（この場合、被共済職員期間を合算することができます。）

（※）Ｈ 以前退職日の場合は、２年以内。

※「被共済職員加入届」をご提出いただく場合の送付先

〒１０５－８４８６

東京都港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル９階

独立行政法人福祉医療機構 共済部 退職共済課

※個人情報になりますので、共済契約者の個人情報保護規程に基づき、追跡可能な方法等でご提出ください。

＊被共済職員加入届の記載上の留意点（ ）＊

新規の正規職員を採用した場合や臨時職員が加入資格の要件を満たした場合、ある

いは合算申出をする職員が新規に加入する場合には、『被共済職員加入届』を提出し

てください（施設、事業単位で記入してください）。

① 氏名
新たに被共済職員となった方の氏名を記入してください。（もともと契約対象外施設等に従事していた職

員が、契約対象施設等に配属されたことによる加入も含みます） 
② 加入資格

加入対象となる職員の該当する記号に○をつけてください。
ア 雇用期間に定めのない職員（いわゆる正規職員）
イ １年以上の雇用期間を定めて使用される職員で、労働時間が就業規則で定める正規職員の所定
労働時間の３分の２以上の者

ウ １年未満の雇用期間を定めて使用され、期間の更新により引き続き１年を経過した職員で、労働時
間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の３分の２以上の者

③ 職種番号
「職種」欄には、以下の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。その他の職員（職

種番号１４）については、具体的な職名を記入してください。

 

記載例 

４３２１ ５

 

番号 番号 番号

０１ ０５ ０９

１０

１１

１２

１３

０４ ０８

名称

施設長

介護職員

例 名称 例

介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー等

園長・所長・寮長・院長等

例 名称

栄養士

ホームヘルパー・世話人等

指導員 ０２
児童指導員・生活指導員（支援員・相談
員）・精神障害者社会復帰指導員・ソーシャ
ルワーカー等

調理員・調理師等

事務員 事務員・事務長・副施設長・副園長等

介助員 介助員等

保育士 ０３
保育士（保母・保父）・児童生活支援員・児
童自立支援専門員等

医師 医師等 調理員

看護師 ０６ 看護師・准看護師・保健師等

ホームヘルパー

栄養士等

職 種 番 号

介護支援専門員・ケアマネージャー等

いずれの職種にも該当しないもの
（例えば、運転手・用務員・薬剤師・守衛・ボ
イラー技士等）

１４その他

訓練指導員 ０７
作業指導員・職業指導員・作業療法士・理
学療法士・マッサージ師・聴能訓練担当職
員・言語機能訓練担当員等

介護支援専門員
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＊共済契約者間継続職員異動届の記載上の留意点（ ）＊

被共済職員が共済契約者間で異動（退職した日の翌日に採用）した場合は、『共済契約

者間継続職員異動届』を提出してください。

なお、採用先の施設・事業において、『平成１８年４月１日以後加入させない届出（特

別養護老人ホーム等）』、『平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）』

または『退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部分解除）』を提出してい

る場合、異動職員を受入れられないため、継続異動はできません。

また、社会福祉施設等以外に継続異動した職員は、公的助成の対象外となり単位掛金額の

３倍の掛金が必要となります。

 

２

３

４
５

６
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＊共済契約者間継続職員異動届の記載上の留意点（ ）＊

① 採用年月日 ④退職日と連続した日であること。

異動してきた者を採用した日を記入します。

② 職種番号

「職種」欄には、以下の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。その他の職員 職種番号１

４ については、具体的な職名を記入してください。

③ 異動後の本俸月額及び異動前の本俸月額

月の途中で異動（退職）した場合は、退職月の前月の本俸月額を記入してください。

ア 「俸給表の額」と「俸給の調整額」に分けて記入してください。

イ 「俸給表の額」欄には、俸給表に格付けされた俸給の額を記入してください。

ウ 「俸給の調整額」欄には、業務の種類に応じて本俸を是正するための「給与特別改善費」（俸給表に算

入済みの場合は除く。）及び職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境

が著しく特殊であることを考慮し本俸を調整するための「特殊業務手当」（同様の趣旨の手当を含む。）が

支給されている場合は、それらの手当の合算額を俸給表の額とは別掲で記入してください。なお、給与

規定上判断がつきにくい手当がある場合は、事前に機構にご相談ください。

エ 日給月給制の職員の本俸月額は、次の算出より得た額とします。

【本俸月額算出例】

［勤務形態が正規職員と同じ職員（１日８時間週４０時間）］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円の職員の場合

→７，０００円（日給）×２１日＝１４７，０００円

・時給が７００円で１日８時間勤務の職員の場合

→７００円（時給）×８時間（１日の労働時間）×２１日＝１１７，６００円

［勤務形態が個別の雇用契約による職員］

退職日と採用日が連続していない異動を『合算申出』といいます。
合算申出をする場合は、この様式では届出できません。

 

番号 番号 番号

０１ ０５ ０９

１０

１１

１２

１３

０４ ０８

名称

施設長

介護職員

例 名称 例

介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー等

園長・所長・寮長・院長等

例 名称

栄養士

ホームヘルパー・世話人等

指導員 ０２
児童指導員・生活指導員（支援員・相談
員）・精神障害者社会復帰指導員・ソーシャ
ルワーカー等

調理員・調理師等

事務員 事務員・事務長・副施設長・副園長等

介助員 介助員等

保育士 ０３
保育士（保母・保父）・児童生活支援員・児
童自立支援専門員等

医師 医師等 調理員

看護師 ０６ 看護師・准看護師・保健師等

ホームヘルパー

栄養士等

職 種 番 号

介護支援専門員・ケアマネージャー等

いずれの職種にも該当しないもの
（例えば、運転手・用務員・薬剤師・守衛・ボ
イラー技士等）

１４その他

訓練指導員 ０７
作業指導員・職業指導員・作業療法士・理
学療法士・マッサージ師・聴能訓練担当職
員・言語機能訓練担当員等

介護支援専門員

＊共済契約者間継続職員異動届の記載上の留意点（ ）＊

被共済職員が共済契約者間で異動（退職した日の翌日に採用）した場合は、『共済契約

者間継続職員異動届』を提出してください。

なお、採用先の施設・事業において、『平成１８年４月１日以後加入させない届出（特

別養護老人ホーム等）』、『平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）』

または『退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部分解除）』を提出してい

る場合、異動職員を受入れられないため、継続異動はできません。

また、社会福祉施設等以外に継続異動した職員は、公的助成の対象外となり単位掛金額の

３倍の掛金が必要となります。

 

２

３

４
５

６
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＊共済契約者間継続職員異動届の記載上の留意点（ ）＊

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円で週４日勤務の職員の場合

→７，０００円（日給）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝１１７，６００円

・時給が７００円で１日７時間週４日勤務の職員の場合

→７００円（時給）×７時間（１日の労働時間）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝８２，３２０円

※ なお、上記に当てはまらない場合は、機構にご相談ください。

④ 退職日 （①採用年月日の前日であること。）

異動前の共済契約者施設等を退職した日を記入してください。

⑤ 従業状況

ア 「業務に従事した日数が１０日以下の月」（被共済職員期間とならない月）

前年４月から本年３月までの間の各月において業務に従事した日数が１０日以下の月がある場合に、当

該月名と月の計を記入します。例えば「１２月｜０１」と記入します。業務に従事した日数が１０日以下の月が

ない場合は、計の欄に「００」を記入してください。

なお、業務上の傷病による休業期間、介護休業期間、出産予定日前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）

と出産後８週間の休業期間及び育児休業期間は業務に従事した日数に含めますので、この欄には記入し

ないでください。

イ 「業務上の傷病による休業期間」

業務上の傷病による休業期間を出勤日数に含めている場合、「業務上の傷病による休業期間」欄に開始

年月日及び終了年月日を記入してください。

ウ 「育児休業をとった者」

前年の４月２日から本年の４月１日までに育児休業をとった者及び育児休業の終了日を変更する者に該

当する場合に記入します。

・新たに届出をする者は「１．新規」

・すでに届出ているが、終了日を変更する者は「２．変更」

・同一の子の育児休業を再度取得する者は「３ 再取得」に○をつけてください。

※ 女性職員が休業した場合、「開始年月日」欄には出産日の翌日より起算して５７日目（産後休業８週間

が終了した翌日）以降の実際の育児休業開始年月日を記入します。（男性職員が休業した場合は出産

日以降の実際の育児休業年月日を記入します。）

※ 「終了年月日」欄には子の満１歳の誕生日の前日までにおいて実際に育児休業が終了した年月日を記

入します。なお、子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合（保育所に入所を希望している

が、入所できない場合他）にあっては、子が１歳６ヶ月に達するまでの間、育児休業を取得することができ

ますので、「半年延長の理由」欄の該当する番号を選択してください。

※ パパ・ママ育休プラスを利用している場合は、「有」に○印を付けてください。

⑥ 退職月の出勤日数

退職日(異動日)が月の末日でないときはその月の出勤日数を記入してください(例えば、３月２５日で

退職したが、３月中の出勤日数が２０日の場合は「２０」)。
※⑤～⑥については、異動後の共済契約者が掛金納付対象職員届で報告してください。
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＊共済契約者間継続職員異動届の記載上の留意点（ ）＊

この届出は、異動後の共済契約者が、異動前の共済契約者の同意を得て、引き続き（１日の空白もなく）被

共済職員とした場合、当該被共済職員の被共済職員期間が通算されるものです。その間に空白の日がある

場合は、継続の取扱いはできません。例えば、異動前の施設・事業を３月１５日に退職し、異動後の施設・事

業で３月１６日に採用された場合は継続となりますが、異動後の施設・事業で３月１７日に採用された場合は、

継続となりません。 
なお、異動後の本俸月額が異動前の本俸月額より低くなる場合、継続異動をするよりも、同日付で退職（退

職手当金の算定は、退職した月前６か月の本俸月額が基礎となる）した方が、退職手当金が多くなることがあ

ります。異動前の共済契約者は、異動後の本俸月額や勤務期間の見通し及び退職手当金額の見込みにつ

いて当該被共済職員と相談したうえで手続きをとってください。 

この届は、継続異動前の共済契約者と継続異動後の共済契約者が両者で作成し、異動後の共済契約者

が、機構へ速やかに提出してください。

 

 

＊共済契約者間継続職員異動届の記載上の留意点（ ）＊

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円で週４日勤務の職員の場合

→７，０００円（日給）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝１１７，６００円

・時給が７００円で１日７時間週４日勤務の職員の場合

→７００円（時給）×７時間（１日の労働時間）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝８２，３２０円

※ なお、上記に当てはまらない場合は、機構にご相談ください。

④ 退職日 （①採用年月日の前日であること。）

異動前の共済契約者施設等を退職した日を記入してください。

⑤ 従業状況

ア 「業務に従事した日数が１０日以下の月」（被共済職員期間とならない月）

前年４月から本年３月までの間の各月において業務に従事した日数が１０日以下の月がある場合に、当

該月名と月の計を記入します。例えば「１２月｜０１」と記入します。業務に従事した日数が１０日以下の月が

ない場合は、計の欄に「００」を記入してください。

なお、業務上の傷病による休業期間、介護休業期間、出産予定日前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）

と出産後８週間の休業期間及び育児休業期間は業務に従事した日数に含めますので、この欄には記入し

ないでください。

イ 「業務上の傷病による休業期間」

業務上の傷病による休業期間を出勤日数に含めている場合、「業務上の傷病による休業期間」欄に開始

年月日及び終了年月日を記入してください。

ウ 「育児休業をとった者」

前年の４月２日から本年の４月１日までに育児休業をとった者及び育児休業の終了日を変更する者に該

当する場合に記入します。

・新たに届出をする者は「１．新規」

・すでに届出ているが、終了日を変更する者は「２．変更」

・同一の子の育児休業を再度取得する者は「３ 再取得」に○をつけてください。

※ 女性職員が休業した場合、「開始年月日」欄には出産日の翌日より起算して５７日目（産後休業８週間

が終了した翌日）以降の実際の育児休業開始年月日を記入します。（男性職員が休業した場合は出産

日以降の実際の育児休業年月日を記入します。）

※ 「終了年月日」欄には子の満１歳の誕生日の前日までにおいて実際に育児休業が終了した年月日を記

入します。なお、子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合（保育所に入所を希望している

が、入所できない場合他）にあっては、子が１歳６ヶ月に達するまでの間、育児休業を取得することができ

ますので、「半年延長の理由」欄の該当する番号を選択してください。

※ パパ・ママ育休プラスを利用している場合は、「有」に○印を付けてください。

⑥ 退職月の出勤日数

退職日(異動日)が月の末日でないときはその月の出勤日数を記入してください(例えば、３月２５日で

退職したが、３月中の出勤日数が２０日の場合は「２０」)。
※⑤～⑥については、異動後の共済契約者が掛金納付対象職員届で報告してください。
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＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（異動の場合）（ ）＊

引き続き１年以上被共済職員である者が、同一の共済契約者が経営する共済契約対象外施

設等へ異動し、５年以内に共済契約対象施設等に復帰予定の場合は、この『共済契約対象

（外）施設等異動届』を機構に提出してください。ただし、制度上の退職により、退職手当

金を請求する場合は不要です。

 

契約対象外施設へ異動の場合

契約対象外施設に異動

する場合は「１」に○

を付けてください。

契約対象外施設に異動した

場合、記入してください。

３２

４
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＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（異動の場合）（ ）＊

共済契約対象外施設又は事業に異動する際、被共済職員としての在籍期間が１年に満たない職員は共

済契約対象外施設等異動の対象とはならず、退職扱いとなります。

５年以内に契約対象施設等に復帰する予定で『共済契約対象（外）施設等異動届』を提出した者が、最

終在籍年月日から起算して５年以内に復帰しなかった場合、異動した日から５年を経過するまでに退職手当

金の請求を行わなければ、時効により請求権が消滅します。（例えば、平成２８年５月３１日を最終在籍年月

日として異動した被共済職員が平成３３年５月３０日までに共済契約対象施設等に復帰しない場合、平成３３

年５月３１日までの間に退職手当金を請求する必要があります。）

また、契約対象施設のうち、『平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）』、『

平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等』又は『退職手当共済契約部分解除通知書

（制度改正後職員の部分解除）』を提出している特定介護保険施設等へは復帰することができません。復帰

できる施設がない場合、契約対象外施設へ異動した時点で退職となります。

① 異動又は復帰した施設又は事業

異動した施設の名称及び「種類」を記入してください。

② 従業状況

ア 「業務に従事した日数が１０日以下の月」（被共済職員期間とならない月）

前年４月から本年３月までの間の各月において業務に従事した日数が１０日以下の月がある場合に、

当該月名と月の計を記入します。例えば「１２月｜０１」と記入します。業務に従事した日数が１０日以下

の月がない場合は、計の欄に「００」を記入してください。

なお、業務上の傷病による休業期間、介護休業期間、出産予定日前６週間（多胎妊娠の場合は１４週

間）と出産後８週間の休業期間及び育児休業期間は業務に従事した日数に含めますので、この欄には

記入しないでください。

イ 「業務上の傷病による休業期間」

業務上の傷病による休業期間を出勤日数に含めている場合、「業務上の傷病による休業期間」欄に

開始年月日及び終了年月日を記入してください。

ウ 「育児休業をとった者」

前年の４月２日から本年の４月１日までに育児休業をとった者及び育児休業の終了日を変更する者に

該当する場合に記入します。

・新たに届出をする者は「１．新規」

・すでに届出ているが、終了日を変更する者は「２．変更」

・同一の子の育児休業を再度取得する者は「３．再取得」に○をつけてください。

※ 女性職員が休業した場合、「開始年月日」欄には出産日の翌日より起算して５７日目（産後休業８週間

が終了した翌日）以降の実際の育児休業開始年月日を記入します。（男性職員が休業した場合は出

産日以降の実際の育児休業年月日を記入します。）

※ 「終了年月日」欄には子の満１歳の誕生日の前日までにおいて実際に育児休業が終了した年月日を

記入します。なお、子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合（保育所に入所を希望して

いるが、入所できない場合他）にあっては、子が１歳６ヶ月に達するまでの間、育児休業を取得すること

ができますので、「半年延長の理由」欄の該当する番号を選択してください。

※ パパ・ママ育休プラスを利用している場合は、「有」に○印を付けてください。

 
＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（異動の場合）（ ）＊

引き続き１年以上被共済職員である者が、同一の共済契約者が経営する共済契約対象外施

設等へ異動し、５年以内に共済契約対象施設等に復帰予定の場合は、この『共済契約対象

（外）施設等異動届』を機構に提出してください。ただし、制度上の退職により、退職手当

金を請求する場合は不要です。

 

契約対象外施設へ異動の場合

契約対象外施設に異動

する場合は「１」に○

を付けてください。

契約対象外施設に異動した

場合、記入してください。

３２

４
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＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（異動の場合）（ ）＊

③ 異動した月以前６か月の本俸月額

加入対象施設等で最終の在籍月以前６か月の本俸月額を記入します。

※ 業務に従事した日数が１０日以下の月は「被共済職員期間とならない月」となりますので、「６か月の本

俸」の欄からはその月は除いてください。

月の途中で異動（退職）した場合は、退職月の前月の本俸月額を記入してください。

ア 「俸給表の額」と「俸給の調整額」に分けて記入してください。

イ 「俸給表の額」欄には、俸給表に格付けされた俸給の額を記入してください。

ウ 「俸給の調整額」欄には、業務の種類に応じて本俸を是正するための「給与特別改善費」（俸給表に

算入済みの場合は除く。）及び職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤

労環境が著しく特殊であることを考慮し本俸を調整するための「特殊業務手当」（同様の趣旨の手当を

含む。）が支給されている場合は、それらの手当の合算額を俸給表の額とは別掲で記入してください。

なお、給与規定上判断がつきにくい手当がある場合は、事前に機構にご相談ください。

エ 日給月給制の職員の本俸月額は、次の算出より得た額とします。

【本俸月額算出例】

［勤務形態が正規職員と同じ職員（１日８時間週４０時間）］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円の職員の場合

→７，０００円（日給）×２１日＝１４７，０００円

・時給が７００円で１日８時間勤務の職員の場合

→７００円（時給）×８時間（１日の労働時間）×２１日＝１１７，６００円

［勤務形態が個別の雇用契約による職員］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円で週４日勤務の職員の場合

→７，０００円（日給）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝１１７，６００円

・時給が７００円で１日７時間週４日勤務の職員の場合

→７００円（時給）×７時間（１日の労働時間）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝８２，３２０円

※ なお、上記に当てはまらない場合は、機構にご相談ください。

④ 添付書類

異動先の施設等が同一の共済契約者の経営する共済契約対象外施設等であることが確認できる書類

を添付してください。
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＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（復帰の場合）（ ）＊

『共済契約対象（外）施設等異動届』を提出を行い契約対象外施設に異動した職員につ

いて、５年以内に共済契約対象施設等に復帰した場合は、被共済職員期間が合算継続されま

す。

ただし、契約対象施設のうち、『平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護

老人ホーム等新規加入職員の非加入）』、『平成２８年４月１日以後加入させない届出（障

害者支援施設等新規加入職員の非加入）』又は『退職手当共済契約部分解除通知書（制度

改正後職員の部分解除）』を提出している特定介護保険施設等へは復帰できません。復帰で

きる施設がない場合、契約対象外施設へ異動した時点で退職となります。

 

契約対象施設へ復帰の場合

４月１日付復帰の職員について
は、この届出は不要です。
『掛金納付対象職員届』で報

告してください。

 

契約対象施設へ復帰す

る場合は「２」に○を

付けてください。

２ ３ ４

＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（異動の場合）（ ）＊

③ 異動した月以前６か月の本俸月額

加入対象施設等で最終の在籍月以前６か月の本俸月額を記入します。

※ 業務に従事した日数が１０日以下の月は「被共済職員期間とならない月」となりますので、「６か月の本

俸」の欄からはその月は除いてください。

月の途中で異動（退職）した場合は、退職月の前月の本俸月額を記入してください。

ア 「俸給表の額」と「俸給の調整額」に分けて記入してください。

イ 「俸給表の額」欄には、俸給表に格付けされた俸給の額を記入してください。

ウ 「俸給の調整額」欄には、業務の種類に応じて本俸を是正するための「給与特別改善費」（俸給表に

算入済みの場合は除く。）及び職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤

労環境が著しく特殊であることを考慮し本俸を調整するための「特殊業務手当」（同様の趣旨の手当を

含む。）が支給されている場合は、それらの手当の合算額を俸給表の額とは別掲で記入してください。

なお、給与規定上判断がつきにくい手当がある場合は、事前に機構にご相談ください。

エ 日給月給制の職員の本俸月額は、次の算出より得た額とします。

【本俸月額算出例】

［勤務形態が正規職員と同じ職員（１日８時間週４０時間）］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円の職員の場合

→７，０００円（日給）×２１日＝１４７，０００円

・時給が７００円で１日８時間勤務の職員の場合

→７００円（時給）×８時間（１日の労働時間）×２１日＝１１７，６００円

［勤務形態が個別の雇用契約による職員］

・日給（本俸に相当する額で交通費等を含まない額）が７，０００円で週４日勤務の職員の場合

→７，０００円（日給）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝１１７，６００円

・時給が７００円で１日７時間週４日勤務の職員の場合

→７００円（時給）×７時間（１日の労働時間）×４／５日（週５日にならした日給）×２１日＝８２，３２０円

※ なお、上記に当てはまらない場合は、機構にご相談ください。

④ 添付書類

異動先の施設等が同一の共済契約者の経営する共済契約対象外施設等であることが確認できる書類

を添付してください。
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＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（復帰の場合）（ ）＊

① 異動又は復帰した施設又は事業

復帰した施設の「施設番号」及び「施設･事業名」を記入してください。

② 異動・復帰年月日

＜ 共済契約対象外施設等異動年月日 ＞

共済契約対象外施設等へ異動した日を記入してください。

＜ 共済契約対象施設等復帰年月日 ＞

共済契約対象外施設等から復帰した日（配置換命令書の発令年月日）を記入してください。

③ 職種番号

「職種」欄には、下記の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。その他の職員 職種

番号１４ については、具体的な職名を記入してください。

④ 復帰時の本俸月額

・復帰した共済契約対象施設等における「本俸月額」を記載します。

・月の途中で復帰した場合は、復帰月の翌月の本俸月額を記入してください。

以下、＜６４ページ＞共済契約者対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（異動の場合）（ ）

③の異動した月以前６か月の本俸月額のア～エをご参照ください。

１．特定介護保険施設等に復帰した場合、公的助成の対象外となることから、単位掛金額の３倍の掛金が

必要になります。（社会福祉施設等に復帰した場合、単位掛金額の３倍とはなりません。）

２．『施設等新設届・申出書』で「契約対象施設等復帰」として報告された共済契約対象外施設等へ異動

している職員については、提出の必要はありません。

 

 

 

番号 番号 番号

０１ ０５ ０９

１０

１１

１２

１３

０４ ０８

名称

施設長

介護職員

例 名称 例

介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー等

園長・所長・寮長・院長等

例 名称

栄養士

ホームヘルパー・世話人等

指導員 ０２
児童指導員・生活指導員（支援員・相談
員）・精神障害者社会復帰指導員・ソーシャ
ルワーカー等

調理員・調理師等

事務員 事務員・事務長・副施設長・副園長等

介助員 介助員等

保育士 ０３
保育士（保母・保父）・児童生活支援員・児
童自立支援専門員等

医師 医師等 調理員

看護師 ０６ 看護師・准看護師・保健師等

ホームヘルパー

栄養士等

職 種 番 号

介護支援専門員・ケアマネージャー等

いずれの職種にも該当しないもの
（例えば、運転手・用務員・薬剤師・守衛・ボ
イラー技士等）

１４その他

訓練指導員 ０７
作業指導員・職業指導員・作業療法士・理
学療法士・マッサージ師・聴能訓練担当職
員・言語機能訓練担当員等

介護支援専門員
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＊共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書の記載上の留意点（ ）＊
 

共済契約者の名称又は住所が変更になったとき又は共済契約対象施設等の名称、住所地、

施設種類が変更になったとき並びに共済契約証書を紛失・き損したときは、『共済契約者

氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書』を提出してください。

 

 

１

３

２

４

５

＊共済契約対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（復帰の場合）（ ）＊

① 異動又は復帰した施設又は事業

復帰した施設の「施設番号」及び「施設･事業名」を記入してください。

② 異動・復帰年月日

＜ 共済契約対象外施設等異動年月日 ＞

共済契約対象外施設等へ異動した日を記入してください。

＜ 共済契約対象施設等復帰年月日 ＞

共済契約対象外施設等から復帰した日（配置換命令書の発令年月日）を記入してください。

③ 職種番号

「職種」欄には、下記の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。その他の職員 職種

番号１４ については、具体的な職名を記入してください。

④ 復帰時の本俸月額

・復帰した共済契約対象施設等における「本俸月額」を記載します。

・月の途中で復帰した場合は、復帰月の翌月の本俸月額を記入してください。

以下、＜６４ページ＞共済契約者対象（外）施設等異動届の記載上の留意点（異動の場合）（ ）

③の異動した月以前６か月の本俸月額のア～エをご参照ください。

１．特定介護保険施設等に復帰した場合、公的助成の対象外となることから、単位掛金額の３倍の掛金が

必要になります。（社会福祉施設等に復帰した場合、単位掛金額の３倍とはなりません。）

２．『施設等新設届・申出書』で「契約対象施設等復帰」として報告された共済契約対象外施設等へ異動

している職員については、提出の必要はありません。

 

 

 

番号 番号 番号

０１ ０５ ０９

１０

１１

１２

１３

０４ ０８

名称

施設長

介護職員

例 名称 例

介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー等

園長・所長・寮長・院長等

例 名称

栄養士

ホームヘルパー・世話人等

指導員 ０２
児童指導員・生活指導員（支援員・相談
員）・精神障害者社会復帰指導員・ソーシャ
ルワーカー等

調理員・調理師等

事務員 事務員・事務長・副施設長・副園長等

介助員 介助員等

保育士 ０３
保育士（保母・保父）・児童生活支援員・児
童自立支援専門員等

医師 医師等 調理員

看護師 ０６ 看護師・准看護師・保健師等

ホームヘルパー

栄養士等

職 種 番 号

介護支援専門員・ケアマネージャー等

いずれの職種にも該当しないもの
（例えば、運転手・用務員・薬剤師・守衛・ボ
イラー技士等）

１４その他

訓練指導員 ０７
作業指導員・職業指導員・作業療法士・理
学療法士・マッサージ師・聴能訓練担当職
員・言語機能訓練担当員等

介護支援専門員
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＊共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書の記載上の留意点（ ）＊

 
次のような場合は、この届出書に該当しない例ですのでご注意ください。

①「財団法人東京福祉会」を解散して「社会福祉法人東京福祉会」を設立した場合

②２つ以上の共済契約者が合併して新たに社会福祉法人を設立した場合 ＜４０ページ＞

③個人経営施設の経営者が個人から個人に変更した場合（死亡による代替わり又は交代） 参照

④法人代表者のみ変更した場合 → 何も提出する必要はありません。

⑤被共済職員の氏名が変わった場合 →＜４０ページ＞の参照

等

※平成１３年４月１日より新たに共済契約を締結できる経営者は、社会福祉法人に限りますので、①～③に該

当する場合は、契約解除又は契約手続きが伴います。 → 共済部退職共済課までご連絡ください。

 
① 届出区分

・ 該当する届出区分に○をつけてください。
 
② 変更等事項

・該当する変更事項等の番号に○をつけてください。

・共済契約者氏名又は名称・所在地が変わった場合に「有」に○をつけてください。

・共済契約対象施設・事業の名称や所在地、施設・事業等種類が変った場合に「有」に○をつけてください。

・共済契約証書を紛失、き損等の場合は、再交付申出することができますが、簡単に再交付の理由をカッコ内

にご記入ください。
 
③ 共済契約者の変更事項

・変更年月日（登記簿謄本に記載されている年月日）は、必ずご記入ください。

･共済契約者の主たる事務所を移転、市町村合併・区画整備等により、住所や住所表記が変わった

場合又は、郵便番号が変更になった場合は、ご記入ください。
 
④ 共済契約対象施設等の変更事項

・変更する施設・事業の「施設番号」をご記入ください。施設番号がご不明の場合は、共済部退職共済課にお

問い合わせいただくか、施設の「名称」欄に当該名称をご記入ください。

・「名称」が変更された場合は新旧でご記入ください。

・「所在地」が変更された場合は、新しい所在地の郵便番号及び新旧所在地をご記入ください。

・「施設・事業」を変更した場合は、変更施設・事業の「許認可書」（写）、「届出書」（写）等の変更された内容を

確認できる書類を添付のうえ、記載されている変更年月日及び種類をご記入ください。
 
⑤ 変更に伴う添付書類

・共済契約者の名称を変更した場合は、「登記簿謄本（履歴事項全部証明書）」（写）を添付してください。

・共済契約対象施設・事業で「種類」を変更した場合は、変更事項が確認できる「許認可書」（写）や「届出書」

（写）及び「届出受理書」（写）等を添付し、変更事項が確認できるようにしてください。
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【共済契約対象施設等一部廃止等届記載例】 
 

 

経営していた最終日です。

＊共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書の記載上の留意点（ ）＊

 
次のような場合は、この届出書に該当しない例ですのでご注意ください。

①「財団法人東京福祉会」を解散して「社会福祉法人東京福祉会」を設立した場合

②２つ以上の共済契約者が合併して新たに社会福祉法人を設立した場合 ＜４０ページ＞

③個人経営施設の経営者が個人から個人に変更した場合（死亡による代替わり又は交代） 参照

④法人代表者のみ変更した場合 → 何も提出する必要はありません。

⑤被共済職員の氏名が変わった場合 →＜４０ページ＞の参照

等

※平成１３年４月１日より新たに共済契約を締結できる経営者は、社会福祉法人に限りますので、①～③に該

当する場合は、契約解除又は契約手続きが伴います。 → 共済部退職共済課までご連絡ください。

 
① 届出区分

・ 該当する届出区分に○をつけてください。
 
② 変更等事項

・該当する変更事項等の番号に○をつけてください。

・共済契約者氏名又は名称・所在地が変わった場合に「有」に○をつけてください。

・共済契約対象施設・事業の名称や所在地、施設・事業等種類が変った場合に「有」に○をつけてください。

・共済契約証書を紛失、き損等の場合は、再交付申出することができますが、簡単に再交付の理由をカッコ内

にご記入ください。
 
③ 共済契約者の変更事項

・変更年月日（登記簿謄本に記載されている年月日）は、必ずご記入ください。

･共済契約者の主たる事務所を移転、市町村合併・区画整備等により、住所や住所表記が変わった

場合又は、郵便番号が変更になった場合は、ご記入ください。
 
④ 共済契約対象施設等の変更事項

・変更する施設・事業の「施設番号」をご記入ください。施設番号がご不明の場合は、共済部退職共済課にお

問い合わせいただくか、施設の「名称」欄に当該名称をご記入ください。

・「名称」が変更された場合は新旧でご記入ください。

・「所在地」が変更された場合は、新しい所在地の郵便番号及び新旧所在地をご記入ください。

・「施設・事業」を変更した場合は、変更施設・事業の「許認可書」（写）、「届出書」（写）等の変更された内容を

確認できる書類を添付のうえ、記載されている変更年月日及び種類をご記入ください。
 
⑤ 変更に伴う添付書類

・共済契約者の名称を変更した場合は、「登記簿謄本（履歴事項全部証明書）」（写）を添付してください。

・共済契約対象施設・事業で「種類」を変更した場合は、変更事項が確認できる「許認可書」（写）や「届出書」

（写）及び「届出受理書」（写）等を添付し、変更事項が確認できるようにしてください。
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＊退職手当共済契約解除通知書の記載上の留意点＊

共済契約者は、共済契約を解除するときは、『退職手当共済契約解除通知書』（約款様式第

１３号）に被共済職員の従業状況報告及び当該解除の同意があったことを証する書類を添付の

うえ、機構に提出してください。

 

③ 解除の理由

解除の理由については具体的に

ご記入ください。

② 解除における被共済職員数

解除年月日における被共済職員数

（※退職する職員を含みます。）

をご記入ください。

① 解除年月日

解除年月日は、必ずご記入ください。

解除の対象となる被共済職員は、解除

年月日をもって被共済職員でなくな

ります。

④ 添付書類（７４ページ参照）

解除同意書、従業状況報告書

を添付してください。

①

②

③

④

契約解除（全施設の場合） 

◎共済契約が解除又は部分解除になった場合、当該解除に同意した被共済職員は、

解除日で被共済職員でなくなりますが、退職手当金は支給されません。
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＊退職手当共済契約部分解除通知書の記載上の留意点＊

共済契約者は、共済契約を部分解除するときは、『退職手当共済契約部分解除通知書』（約款

様式第１３号の２）に当該被共済職員の従業状況報告及び当該解除の同意があったことを証する

書類を添付のうえ、機構に提出してください。

 

② 解除対象となる施設番号、施設名称

解除する部分、被共済職員数

解除対象となる施設番号、施設名称

をご記入ください。

解除する部分の該当番号１～４に○を

つけてください。

①

②

③

部分解除（範囲限定の場合） 

④

「１」に該当するのは、

特定介護保険施設等及び申出施設等
に限ります。

「２」に該当するのは、

事業の開始及び機構への届出が、平成
１８年３月３１日までにされている
特定介護保険施設等（特別養護老人ホ
ーム等）に限ります。

※平成１８年４月１日以降に申し出た特

定介護保険施設等（特別養護老人ホーム

等）の場合は、「２」に○をつけることは

できません。

「３」に該当するのは、

事業の開始及び機構への届出が、平成
２８年３月３１日までにされている
特定介護保険施設等（障害者支援施設
等）に限ります。

※平成２８年４月１日以降に申し出た特

定介護保険施設等（障害者支援施設等）の

場合は、「３」に○をつけることはできま

せん。

「４」に該当するは、

養護老人ホームから軽費老人ホーム
（介護保険法の規定に基づく指定を
受けているもの）、又は軽費老人ホー
ム（介護保険法の規定に基づく指定を
受けていないもの）から軽費老人ホー
ム（介護保険法の規定に基づく指定を
受けているもの）へ施設を転換する場
合について、転換日以降の加入者のみ
の解除が可能となります。
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○共済契約者が行う契約解除及び部分解除の範囲について

共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済

職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除

することが出来ます。ただし、解除手続きが可能な解除の範囲かどうかは、次表でご確認ください。

注）１．上記①の「特別養護老人ホーム等」とは、制度改正施行日の前日（平成１８年３月３１日）までに

開設し、契約対象となっていた次の施設・事業となります。

２．上記②は、制度改正施行日（平成１８年４月１日）以降、「特定介護保険施設等」として申出し、

契約対象となった特別養護老人ホーム等（※施設一覧４～６ページ参照）となります。

３．上記③の「障害者支援施設等」とは、制度改正施行日の前日（平成２８年３月３１日）までに開設し、

契約対象となっていた次の施設・事業となります。

４．上記④は、制度改正施行日（平成２８年４月１日）以降、「特定介護保険施設等」として申出し、

契約対象となった障害者支援施設等（※施設一覧４～６ページ参照）となります。

施設区分

解除の範囲

社会福祉

施設等

特定介護保険施設等 特定介護保険施設等 申出

施設等
（特別養護老人ホーム等） （障害者支援施設等）

平成１８年度

制度改正前

対象施設①

平成１８年度

制度改正後

対象施設②

平成２８年度

制度改正前

対象施設③

平成２８年度

制度改正後

対象施設④

全ての施設の被共済職員 ○ ※この場合、部分解除でなく契約解除（約款様式第１３号）となります。

施設全体の被共済職員 × ○ ○ ○ ○ ○

平成１８年４月１日以降に

加入した被共済職員
× ○ × × × ×

平成２８年４月１日以降に

加入した被共済職員
× × × ○ × ×

共済契約者が任意に希望

する日（※上記以外の日付）

以降に加入した被共済職員

× ※上記「○」以外で解除の範囲を任意に決めることはできません。

 

上記以外の部分解除

養護老人ホームから軽費老人ホーム（介護保険法の規定に基づく指定を受けているもの）、又は、軽費

老人ホーム（介護保険法の規定に基づく指定を受けていないもの）から軽費老人ホーム（介護保険法の

規定に基づく指定を受けているもの）へ施設を転換した場合について、転換日以降の加入者のみの解除

が可能となります。

障害児入所施設、障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）、障害者支

援施設、居宅介護事業、行動援護事業、重度訪問介護事業、重度障害者等包括支援事業同行援護事業、短期入所

事業（ショートステイ）、同行援護事業、療養介護事業、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援事業、就労

継続支援事業、共同生活援助事業（グループホーム）、移動支援事業、地域活動支援センター及び福祉ホーム 

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険の規定に基づく指定に係るもの）、老人福祉センターの中の

老人デイサービス事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人居宅介護等事業（ホームヘルプ）

及び認知症対応型老人共同生活援助事業（グループホーム） 
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○共済契約者が行う部分解除の検討に際し、ご留意いただきたいこと

ご検討の際、ご留意いただきたいこと（□のチェック欄でご確認してみてください。）

□ 職員の処遇に関わる大切なことですので、職員の方ともよくご相談ください。

□ 解除に同意した被共済職員（※解除日に退職する職員も同意が必要です）は、退職手当金は支給され

ません。ただし、解除に伴う通算・合算については、＜３３ページ＞を参照してください。

□ 財政方式は、積立方式ではなく、賦課方式のため、解除に伴う掛金の返戻はありません。

□ 現状の経営している施設だけでなく、将来の事業展開を踏まえ、ご検討ください。

（例：障害者支援施設を部分解除（※制度改正後に加入した職員）してから数年後、２つ目の障害者支援

施設を開設した場合、２つ目の障害者支援施設は、どうしますか？

事例１ 制度の対象とする場合：「施設等新設届・申出書（約款様式第１号）」を機構に提出してください。

ただし、制度改正後に採用した職員について、加入要件がある場合、加入させることになります。

制度改正前の被共済職員のみ加入させることはできません。

事例２ 制度の対象としない場合：特に手続きはありません。契約対象外の施設となります。

制度改正前の被共済職員が配置換えとなった場合、制度上は退職となります。

例：制度改正施行日前日（平成２８年３月３１日）までに開設している障害者支援施設

解除日に在籍する全ての職員 
（※解除の同意書が必要）

制度改正日

（ ）

引き続き加入します。

解除日以後、採用職員は 
加入できません。 

 

制度改正前（H28.3.31以前）から加入している職員（解除の同意書は不要） 

 

解除日

（解除日以前に解除の同意を得る必要があります）

 
 
制度改正後（H28.4.1 以降）

加入している職員

解除日より前に退職する職員 
（※解除の同意書は不要） 

 
○

退職日

退職手当金は支給されません。 ×

支給条件を満たせば、

退職手当金は支給されます。

×

○

例：制度改正後（平成２８年４月１日以降）に加入した被共済職員を部分解除する場合 
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【現認証明書（※業務上の負傷又は疾病により休業した場合）記載例】

平成○○年○○月○○日

独立行政法人福祉医療機構 理事長 様

共済契約者番号（ ○○○○○○ ）

共済契約者名 社会福祉法人○○福祉会 印

現 認 証 明 書

次のとおり、就業規則第 ○○条 第 ○○ 項にいう業務上の負傷（疾病）による療養のため

休業したことを証明します。

１． 施設名称 ○○保育所 施設番号

２． 休業者 職員番号 ○○○○○ 氏名 神谷 まち子（生年月日 昭和○○年○月○○日）

３． 発生日時 平成 ○○ 年 ○月○○日

４． 発生場所 （具体的に記入してください）

５． 発生時の状況及び原因（※具体的に記入してください）

６． 負傷（疾病）の内容 （具体的に記入してください）

７． 労災認定 （有・無・申請中）（※いずれかに○をつけてください）

８． 休業期間の給与支払 （有・無）（※○をつけてください）

※休業期間中（業務上の負傷又は疾病によるもの）に給与が支払われている場合は「有」に該当

しますが、健康保険の傷病手当金・年次有給休暇取得による給与支払は、「有」に該当しません。

９． 療養のための休業期間（ 年 月 日から 年 月 日）

※直前の４月から３月末の期間について記入してください。

１０．上記「３．発生日時」と「９．療養のための休業期間」にかかる休業開始日との間に日数間隔

がある場合は、以下の該当する理由番号に○をつけてください。日数間隔が無ければ○をつけな

くて構いません。

① 実際に勤務していたため

② 休業していたが、共済制度上、従事したとみなす日（年次有給休暇等）に該当していたため

③ 休業していたが、共済制度上、従事したとみなす日に非該当なため

④ 前年度も同じ業務上の負傷疾病のための現認証明書を提出しているため

⑤ その他（ ）

１１． その他 ※通勤中又は業務中の交通事故の場合であって、労災申請はせず、事故の相手方による

補償が出ている場合は、その旨をご記入ください。

（ ）

この証明書により、被共済職員が業務に起因し負傷又は疾病にかかり、療養のために共済契約対象施設等の業務に

従事しなかった期間について、当該業務に従事したとみなす取り扱いとなりますので、当該職員の「被共済職員期

間とならない月」のご報告の際は、ご注意ください。ただし、機構が当該証明書の内容確認後、全部又は一部につ

いて認められないと判断した場合は、必要に応じて「被共済職員期間とならない月」にご訂正させていただく場合

がございます。

○共済契約者が行う部分解除の検討に際し、ご留意いただきたいこと

ご検討の際、ご留意いただきたいこと（□のチェック欄でご確認してみてください。）

□ 職員の処遇に関わる大切なことですので、職員の方ともよくご相談ください。

□ 解除に同意した被共済職員（※解除日に退職する職員も同意が必要です）は、退職手当金は支給され

ません。ただし、解除に伴う通算・合算については、＜３３ページ＞を参照してください。

□ 財政方式は、積立方式ではなく、賦課方式のため、解除に伴う掛金の返戻はありません。

□ 現状の経営している施設だけでなく、将来の事業展開を踏まえ、ご検討ください。

（例：障害者支援施設を部分解除（※制度改正後に加入した職員）してから数年後、２つ目の障害者支援

施設を開設した場合、２つ目の障害者支援施設は、どうしますか？

事例１ 制度の対象とする場合：「施設等新設届・申出書（約款様式第１号）」を機構に提出してください。

ただし、制度改正後に採用した職員について、加入要件がある場合、加入させることになります。

制度改正前の被共済職員のみ加入させることはできません。

事例２ 制度の対象としない場合：特に手続きはありません。契約対象外の施設となります。

制度改正前の被共済職員が配置換えとなった場合、制度上は退職となります。

例：制度改正施行日前日（平成２８年３月３１日）までに開設している障害者支援施設

解除日に在籍する全ての職員 
（※解除の同意書が必要）

制度改正日

（ ）

引き続き加入します。

解除日以後、採用職員は 
加入できません。 

 

制度改正前（H28.3.31以前）から加入している職員（解除の同意書は不要） 

 

解除日

（解除日以前に解除の同意を得る必要があります）

 
 
制度改正後（H28.4.1 以降）

加入している職員

解除日より前に退職する職員 
（※解除の同意書は不要） 

 
○

退職日

退職手当金は支給されません。 ×

支給条件を満たせば、

退職手当金は支給されます。

×

○

例：制度改正後（平成２８年４月１日以降）に加入した被共済職員を部分解除する場合 
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手続き編（退職手当金）

退退職職手手当当金金請請求求手手続続きき

１ 退職手当金の計算方式

（１）計算方式

退職手当金は、退職前６か月の平均本俸月額により該当する計算基礎額に退職理由別

の被共済職員期間（１年未満の端数月は切り捨て）による支給乗率を乗じて得た額にな

ります。

退職手当金＝計算基礎額×支給乗率 ＜計算基礎額・支給乗率７９ページ参照＞

例）平成１８年４月１日に加入して、平成３０年３月３１日に普通退職（被共済職員期

間１２年）

退職時平均本俸月額 ２６０ ０００円

計算基礎額 ２５０ ０００円 × 支給乗率 ＝ ２ １２２ ８００円

退職手当金が支給されないケース

① 共済契約者が掛金を納付していないとき

② 共済契約が解除されたとき

③ 被共済職員となった日から起算して１年未満で退職したとき

④ 被共済職員期間となる月の合計が１２か月未満のとき

⑤ 自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により支給制限に該当する退職のとき

＜９４ページ参照＞

⑥ 退職手当金の請求権が時効（退職した日の翌日から５年経過）により消滅しているとき

⑦ 合算制度を利用したとき＜３３ページ参照＞

※ 機構ホームページ（ ）に退職手当金計算シミュレーション

を掲載していますので、こちらで退職手当金の試算ができます。

アクセス方法

① 機構ホームページ（ ）

の中に あるコンテンツの中から“退職手当共

済事業”を選択します。

② “退職手当共済事業”のページが表示されます

ので、“退職手当金計算シミュレーション”を選

択します。

③ 退職手当金計算シミュレーション（別ウインドウ

で開きます）をクリックします。

④ 必要項目を入力します。

⑤ 退職手当金の試算がでます（退職手当金計算

シミュレーションはあくまで目安です。実際の退

職手当金額を保証するものではありません）。
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手続き編（退職手当金）

退職手当金計算基礎額表

（単位：円）

退 職前 ６か月 の

平 均 本 俸 月 額
計算基礎額

退職前 ６か月 の

平 均 本 俸 月 額
計算基礎額

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

支給乗率表（普通退職の場合）

被共済
職員期間

普 通 退 職
被共済
職員期間

普 通 退 職

年

年以上

注）業務上の傷病、業務上の死亡による退職の場合は、上記表より高い支給乗率が適用されます。

手続き編（退職手当金）

退退職職手手当当金金請請求求手手続続きき

１ 退職手当金の計算方式

（１）計算方式

退職手当金は、退職前６か月の平均本俸月額により該当する計算基礎額に退職理由別

の被共済職員期間（１年未満の端数月は切り捨て）による支給乗率を乗じて得た額にな

ります。

退職手当金＝計算基礎額×支給乗率 ＜計算基礎額・支給乗率７９ページ参照＞

例）平成１８年４月１日に加入して、平成３０年３月３１日に普通退職（被共済職員期

間１２年）

退職時平均本俸月額 ２６０ ０００円

計算基礎額 ２５０ ０００円 × 支給乗率 ＝ ２ １２２ ８００円

退職手当金が支給されないケース

① 共済契約者が掛金を納付していないとき

② 共済契約が解除されたとき

③ 被共済職員となった日から起算して１年未満で退職したとき

④ 被共済職員期間となる月の合計が１２か月未満のとき

⑤ 自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により支給制限に該当する退職のとき

＜９４ページ参照＞

⑥ 退職手当金の請求権が時効（退職した日の翌日から５年経過）により消滅しているとき

⑦ 合算制度を利用したとき＜３３ページ参照＞

※ 機構ホームページ（ ）に退職手当金計算シミュレーション

を掲載していますので、こちらで退職手当金の試算ができます。

アクセス方法

① 機構ホームページ（ ）

の中に あるコンテンツの中から“退職手当共

済事業”を選択します。

② “退職手当共済事業”のページが表示されます

ので、“退職手当金計算シミュレーション”を選

択します。

③ 退職手当金計算シミュレーション（別ウインドウ

で開きます）をクリックします。

④ 必要項目を入力します。

⑤ 退職手当金の試算がでます（退職手当金計算

シミュレーションはあくまで目安です。実際の退

職手当金額を保証するものではありません）。
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（２）退職手当金額早見表

（単位：円）
        計算基礎額

被共済職員期間

1 年

2 年

3 年

4 年

5 年

6 年

7 年

8 年

9 年

10 年

11 年

12 年

13 年

14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

19 年

20 年

21 年

22 年

23 年

24 年

25 年

26 年

27 年

28 年

29 年

30 年

31 年

32 年

33 年

34 年

35 年

36 年

37 年

38 年

39 年

40 年

41 年

42 年

43年以上

普通退職（業務上の傷病又は業務上の死亡による退職を除く）

※平成 年 月以前に加入した方は、上記金額を上回る場合があります。
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（単位：円）
        計算基礎額

被共済職員期間

1 年

2 年

3 年

4 年

5 年

6 年

7 年

8 年

9 年

10 年

11 年

12 年

13 年

14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

19 年

20 年

21 年

22 年

23 年

24 年

25 年

26 年

27 年

28 年

29 年

30 年

31 年

32 年

33 年

34 年

35 年

36 年

37 年

38 年

39 年

40 年

41 年

42 年

43年以上

手続き編（退職手当金）

（２）退職手当金額早見表

（単位：円）
        計算基礎額

被共済職員期間

1 年

2 年

3 年

4 年

5 年

6 年

7 年

8 年

9 年

10 年

11 年

12 年

13 年

14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

19 年

20 年

21 年

22 年

23 年

24 年

25 年

26 年

27 年

28 年

29 年

30 年

31 年

32 年

33 年

34 年

35 年

36 年

37 年

38 年

39 年

40 年

41 年

42 年

43年以上

普通退職（業務上の傷病又は業務上の死亡による退職を除く）

※平成 年 月以前に加入した方は、上記金額を上回る場合があります。
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従来、退職手当金請求または合算制度利用の申出を行なう場合に使用しています約款様式

第７号の２『退職手当金請求書・合算申出書』を平成３０年４月１日から約款様式第７号の

２『退職手当金請求書』と約款様式第７号の３『合算制度利用申出書』の２つに分ける改

訂を行ないます。

従来の『退職手当金請求書・合算申出書』の上段に「退職手当金の請求」または「合算制

度を利用」のいずれかを選択する項目が設けられていますが、その記載漏れがあることや退

職手当金請求時の記載方法と合算制度利用申出時の記載方法を混同して記載していることか

ら申請内容が不明確になっているケースが非常に多く見られます。

そのため、これらの補正作業に時間を要し退職手当金の支給が遅延してしまうという結果

につながっています。

今回の改訂は、「請求」か「合算利用」かの意思確認を明確にし、各申請内容に必要な記載

項目を混同させないことを目的としたものです。

平成３０年４月１日以降の退職者の退職手当金申請または合算制度利用の申出につきまし

ては、改訂後の約款様式を使用してください。

尚、現行の約款様式第７号の２『退職手当金請求書・合算申出書』は便宜的に平成３１年

３月３１日までは使用できることとします。

※ 「被共済職員退職届」と退職者本人が記載する「退職手当金請求書」が同

じ１枚になっている古いＡ 版の様式（個人番号記載欄のない様式）は使用でき

ません。くれぐれもお気をつけ下さい。

約款様式改訂のお知らせ
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２
『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』または『合算制度利用申出書』の作成から退
職手当金の支給までの流れ

本人確
認書類
貼付用
用紙

本人確
認書類
貼付用
用紙

本人確
認書類
貼付用
用紙

本人確
認書類
貼付用
用紙

退退職職者者（（請請求求者者））

共共済済契契約約者者

（（施施設設経経営営者者））

【退職者】（請求か合算いずれかを作成）

・『退職手当金請求書』に記入・押印し、『本人確認書
類貼付用用紙』に個人番号確認書類及び身元確認書
類の写しを貼付して共済契約者に提出します。

・『合算制度利用申出書』に記入・押印し共済契約者
に提出します。

業業務務委委託託先先（（都都道道府府県県

社社会会福福祉祉協協議議会会等等））

独独立立行行政政法法人人

福福祉祉医医療療機機構構

共共済済部部退退職職共共済済課課

退退 職職 者者

（（請請 求求 者者））

のの指指定定口口座座

【独立行政法人福祉医療機構】

・受付、審査、内容確認（不備照会）

・登録作業（コンピュータ入力）

□過去のデータ等はコンピュータで管理をしています。

提出された退職届、請求書、合算申出書の記載事項を
コンピュータに入力し、突合します。記入誤り等が出た
場合は、請求者等又は共済契約者に問い合わせます。

□全国の数多くの方の退職手当金を正しく算出し、早期
に支給するためには、コンピュータを稼動させ、確認す
る時間を必要とします。特に年度末退職者の多い時期
は請求書の受付日順に処理するため時間がかかります
ので予めご了承ください。

【共済契約者】

・共済契約者控として 『被共済職員退職届』のコピー
を取ります。（『退職手当金請求書』のコピーは原則
取らないでください。止むを得ずコピーを取る場合は、
個人番号を消すなどの措置をお取りください。

・『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書また
は合算制度利用申出書』及び請求の場合は『本人
確認書類貼付用用紙』の順に重ねてホチキス留めし
てください。また、個人番号が見えない措置を講じ
てください。〔 参照〕

・ホチキス留めした原本を施設所在地の業務委託先（都
道府県社会福祉協議会等）に提出します。

【業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）】

・必要事項を確認のうえ受理し、機構に送付します。

・退職者の指定口座へ振込みし、送金通知書及び源泉徴収票
を送付します。

・共済契約者に支給月の翌月月初に支給決定状況報告を送付

します。

退職手当金

共共済済契契約約者者

（（施施設設経経営営者者））

送金通知書

源泉徴収票

退職届 請求書
または
合算申
出書

【共済契約者】

・『被共済職員退職届』を記入・押印します。

・『退職手当金請求書』及び『本人確認書類貼付用
用紙』または『合算制度利用申出書』を退職者（請求
者）に渡します。

退職届 請求書
または・
合算申
出書

請求書・
合算申
出書

退職届

請求書・
合算申
出書

退職届

手続き編（退職手当金）

従来、退職手当金請求または合算制度利用の申出を行なう場合に使用しています約款様式

第７号の２『退職手当金請求書・合算申出書』を平成３０年４月１日から約款様式第７号の

２『退職手当金請求書』と約款様式第７号の３『合算制度利用申出書』の２つに分ける改

訂を行ないます。

従来の『退職手当金請求書・合算申出書』の上段に「退職手当金の請求」または「合算制

度を利用」のいずれかを選択する項目が設けられていますが、その記載漏れがあることや退

職手当金請求時の記載方法と合算制度利用申出時の記載方法を混同して記載していることか

ら申請内容が不明確になっているケースが非常に多く見られます。

そのため、これらの補正作業に時間を要し退職手当金の支給が遅延してしまうという結果

につながっています。

今回の改訂は、「請求」か「合算利用」かの意思確認を明確にし、各申請内容に必要な記載

項目を混同させないことを目的としたものです。

平成３０年４月１日以降の退職者の退職手当金申請または合算制度利用の申出につきまし

ては、改訂後の約款様式を使用してください。

尚、現行の約款様式第７号の２『退職手当金請求書・合算申出書』は便宜的に平成３１年

３月３１日までは使用できることとします。

※ 「被共済職員退職届」と退職者本人が記載する「退職手当金請求書」が同

じ１枚になっている古いＡ 版の様式（個人番号記載欄のない様式）は使用でき

ません。くれぐれもお気をつけ下さい。

約款様式改訂のお知らせ
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３
『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』、『合算制度利用申出書』の作成・提出上の留

意点

（１）事前準備

約款様式第７号『被共済職員退職届』、約款様式第７号の２『退職手当金請求書』、約

款様式第７号の３『合算制度利用申出書』の入手方法等は以下のとおりです。

ア．紙媒体使用の場合

『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』または『合算制度利用申出書』の用紙

は、様式集から約款様式第７号及び約款様式第７号の２または約款様式第７号の３をコピ

ーしてご使用ください。退職手当金を請求する場合は、併せて『本人確認書類貼付用用

紙』をコピーしてご使用ください。

また、機構のホームページ（ ）から様式の印刷ができます。

印刷する際は、『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』または『合算制度利用申

出書』を各々Ａ４サイズ片面でで印刷してご使用ください。退職手当金を請求する場合は、

併せて『本人確認書類貼付用用紙』をＡ４サイズ片面で印刷してご使用ください。

イ．電子媒体使用の場合

電子届出システムに『被共済職員退職届』が作成できる機能を掲載しております。チ

ェック機能が充実し、記入漏れや記入誤りを防ぐことができますので、電子届出システム

を利用されている共済契約者はご利用ください。

＜被共済職員退職届の電子化について １２４～１２９ページ参照＞

（２）『退職手当金請求書』の作成

ア．社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入され、税務署に提出する申告書や法

定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられていますの

で、申告書を提出する際には個人番号の記入が必要となります。また、個人番号の提供

を受ける際は、成りすましを防止するため厳格な本人確認が義務付けられており、当機構

は退職手当金の支払を受ける方から、個人番号が記載された退職所得の受給に関する申告

書の提出を受ける場合は、本人確認として、個人番号の確認と身元（実存）確認を行う

ことが必要となります。

イ．退職手当金の請求は、退職者本人が行います。したがって、共済契約者は、退職手当金

の請求対象となる者（職員）に対して、退職者本人が記入すべき事項、本人確認書類の提

出や手続きなどを「退職手当金の請求手続きのご案内」のパンフレット等により説明し、

『退職手当金請求書』、『本人確認書類貼付用用紙』及び『退職手当金請求書 提出前

チェックリスト』をお渡しください。退職者が『退職手当金請求書』の請求者欄、振込

先金融機関欄及び退職所得の受給に関する申告書部分に記入・押印のうえ、『本人確認

書類貼付用用紙』に個人番号確認書類及び身元確認書類の写しを貼付して速やかに共済契

約者に提出するよう指導してください。
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ウ．『退職手当金請求書』の記入誤りや記入漏れが多く見受けられます。正確に記入され

ていない場合、照会や確認に日時を要するため、退職手当金の支給が大幅に遅れることに

なりますので、特に次のことを注意するよう指導してください。

（ア）振込先金融機関（金融機関コード、支店番号、金融機関名、支店名、口座番号、

口座名義）が正しく記入されているか。

（イ）押印漏れはないか。

エ．『退職手当金請求書』の提出後に届出の振込口座を機構に報告なく変更されると、退

職手当金を振込むことができません。その場合、照会や変更届の提出が必要となり、退職

手当金の支給が大幅に遅れることになりますので、機構からの退職手当金が振込まれるま

では、口座の解約や口座名義の変更をしないよう請求者に周知してください。

止むを得ず口座を解約する場合や結婚等により口座名義を変更する場合は、速やかに請

求者本人から直接機構に連絡するよう併せて周知してください。

（３）退職者が『退職手当金請求書』または『合算制度利用申出書』を提出しない場合

共済契約者は、職員が退職したときは、遅滞なく、被共済職員退職届を提出することにな

っていますので（約款第２１条）、退職者が退職手当金の請求対象者であるにもかかわらず

『退職手当金請求書』または『合算制度利用申出書』を提出しない場合でも、『被共済職員

退職届』のみをすべて記入・押印し、速やかに施設等所在地の業務委託先（都道府県社会

福祉協議会等）に提出してください。この場合、理由が「所在不明」または「退職者が請

求を請求を放棄している」の時は、用紙の欄外のチェック欄□にチェックを入れてください。

『被共済職員退職届』を提出した後に、所在が明らかになったこと等により、退職者が

退職手当金を請求するときは、退職者が『退職手当金請求書』の請求者欄、振込先金融機

関欄及び退職所得の受給に関する申告書部分に記入・押印のうえ、『本人確認書類貼付用

用紙』に個人番号確認書類及び身元確認書類の写しを貼付して、直接機構に提出してくださ

い。

なお、退職手当金の支給を受ける権利は、退職した日の翌日から５年を経過すると時効に

より消滅し、退職手当金を受取ることができなくなりますので、お早めに手続きをお取りく

ださい。

（４）１年未満の退職者

在籍期間（被共済職員となった日から退職までの期間）が１年未満の退職者に限り、次年

度の『掛金納付対象職員届』に退職年月日等の必要事項を記入していただければ、 『

被共済職員退職届』の提出は不要となります。

なお、在籍期間が１年以上で、被共済職員期間（在籍期間から被共済職員期間とならない

月の不算入月を除いた期間）が１年未満となる退職者の場合は、必ず、『被共済職員退職

届』のみを速やかに施設等所在地の業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）に提出してく

ださい。

手続き編（退職手当金）

３
『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』、『合算制度利用申出書』の作成・提出上の留

意点

（１）事前準備

約款様式第７号『被共済職員退職届』、約款様式第７号の２『退職手当金請求書』、約

款様式第７号の３『合算制度利用申出書』の入手方法等は以下のとおりです。

ア．紙媒体使用の場合

『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』または『合算制度利用申出書』の用紙

は、様式集から約款様式第７号及び約款様式第７号の２または約款様式第７号の３をコピ

ーしてご使用ください。退職手当金を請求する場合は、併せて『本人確認書類貼付用用

紙』をコピーしてご使用ください。

また、機構のホームページ（ ）から様式の印刷ができます。

印刷する際は、『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』または『合算制度利用申

出書』を各々Ａ４サイズ片面でで印刷してご使用ください。退職手当金を請求する場合は、

併せて『本人確認書類貼付用用紙』をＡ４サイズ片面で印刷してご使用ください。

イ．電子媒体使用の場合

電子届出システムに『被共済職員退職届』が作成できる機能を掲載しております。チ

ェック機能が充実し、記入漏れや記入誤りを防ぐことができますので、電子届出システム

を利用されている共済契約者はご利用ください。

＜被共済職員退職届の電子化について １２４～１２９ページ参照＞

（２）『退職手当金請求書』の作成

ア．社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入され、税務署に提出する申告書や法

定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられていますの

で、申告書を提出する際には個人番号の記入が必要となります。また、個人番号の提供

を受ける際は、成りすましを防止するため厳格な本人確認が義務付けられており、当機構

は退職手当金の支払を受ける方から、個人番号が記載された退職所得の受給に関する申告

書の提出を受ける場合は、本人確認として、個人番号の確認と身元（実存）確認を行う

ことが必要となります。

イ．退職手当金の請求は、退職者本人が行います。したがって、共済契約者は、退職手当金

の請求対象となる者（職員）に対して、退職者本人が記入すべき事項、本人確認書類の提

出や手続きなどを「退職手当金の請求手続きのご案内」のパンフレット等により説明し、

『退職手当金請求書』、『本人確認書類貼付用用紙』及び『退職手当金請求書 提出前

チェックリスト』をお渡しください。退職者が『退職手当金請求書』の請求者欄、振込

先金融機関欄及び退職所得の受給に関する申告書部分に記入・押印のうえ、『本人確認

書類貼付用用紙』に個人番号確認書類及び身元確認書類の写しを貼付して速やかに共済契

約者に提出するよう指導してください。
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（５）『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』の提出

『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』及び『本人確認書類貼付用用紙』は、

共済契約者で取りまとめて、退職者の個人番号が見えないよう目隠しシールの貼付を確認の

上、施設等所在地の業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）に提出してください。（退職

者が合算制度を利用する場合や『被共済職員退職届』のみを提出する場合を除く）。なお、

目隠しシールがない場合であって、退職手当金の請求を急ぐ場合は、方法 、方法 により、

個人番号が見えない措置を講じてください。

〔方法１〕

・『退職手当金請求書』『本人確認書類貼付用用紙』の「個人番号」が記載されている

部分に、共済契約者あて送付している「目隠しシール」を貼付の上、『被共済職員退

職届』『退職手当金請求書』『本人確認書類貼付用用紙』の順に重ね、左に１か所ホ

チキスで留める。

〔目隠しシールがない場合の対応：方法２〕

・『被共済職員退職届』を一番上にし、『退職手当金請求書』、『本人確認書類貼付用

用紙』の順に重ね、左に２か所、右に１か所ホチキスで留める。

〔目隠しシールがない場合の対応：方法３〕

・『退職手当金請求書』と『本人確認書類貼付用用紙』を封筒に入れて封緘し、『被

共済職員退職届』とセットにする。

本人確認書類
貼付用用紙

本人確認書類
貼付用用紙

退職手当金
請求書

被共済職員
退職届

退職手当金
請求書

本人確認書類
貼付用用紙

「被共済職員退職届」を一番上に
して、「退職手当金請求書」、「本人
確認書類貼付用用紙」の順に重ね
て、左に２か所、右に１か所ホチ
キスで留める

被共済職員
退職届

被共済職員
退職届

退職手当金
請求書

本人確認書類
貼付用用紙

退職手当金
請求書

被共済職員
退職届

「退職手当金請求書」
と「本人確認書類貼付
用用紙」を封筒に入れ
て封緘し、封筒に共済
契約者番号と職員番号
を記入してください

被共済職員
退職届

退職手当金
請求書

本人確認書類
貼付用用紙

個人番号が記載されている部分に
隠しシールを貼付してください。

本人確認書類
貼付用用紙退職手当金
請求書被共済職員

退職届
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（５）『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』の提出

『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』及び『本人確認書類貼付用用紙』は、

共済契約者で取りまとめて、退職者の個人番号が見えないよう目隠しシールの貼付を確認の

上、施設等所在地の業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）に提出してください。（退職

者が合算制度を利用する場合や『被共済職員退職届』のみを提出する場合を除く）。なお、

目隠しシールがない場合であって、退職手当金の請求を急ぐ場合は、方法 、方法 により、

個人番号が見えない措置を講じてください。

〔方法１〕

・『退職手当金請求書』『本人確認書類貼付用用紙』の「個人番号」が記載されている

部分に、共済契約者あて送付している「目隠しシール」を貼付の上、『被共済職員退

職届』『退職手当金請求書』『本人確認書類貼付用用紙』の順に重ね、左に１か所ホ

チキスで留める。

〔目隠しシールがない場合の対応：方法２〕

・『被共済職員退職届』を一番上にし、『退職手当金請求書』、『本人確認書類貼付用

用紙』の順に重ね、左に２か所、右に１か所ホチキスで留める。

〔目隠しシールがない場合の対応：方法３〕

・『退職手当金請求書』と『本人確認書類貼付用用紙』を封筒に入れて封緘し、『被

共済職員退職届』とセットにする。

本人確認書類
貼付用用紙

本人確認書類
貼付用用紙

退職手当金
請求書

被共済職員
退職届

退職手当金
請求書

本人確認書類
貼付用用紙

「被共済職員退職届」を一番上に
して、「退職手当金請求書」、「本人
確認書類貼付用用紙」の順に重ね
て、左に２か所、右に１か所ホチ
キスで留める

被共済職員
退職届

被共済職員
退職届

退職手当金
請求書

本人確認書類
貼付用用紙

退職手当金
請求書

被共済職員
退職届

「退職手当金請求書」
と「本人確認書類貼付
用用紙」を封筒に入れ
て封緘し、封筒に共済
契約者番号と職員番号
を記入してください

被共済職員
退職届

退職手当金
請求書

本人確認書類
貼付用用紙

個人番号が記載されている部分に
隠しシールを貼付してください。

本人確認書類
貼付用用紙退職手当金
請求書被共済職員

退職届
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４ 被共済職員期間の合算

（１）被共済職員期間の合算

一度退職をして被共済職員としての期間が継続しない場合であっても、下記条件ア～オを

満たし、機構に申し出た場合は、前後の被共済職員期間を合算することができます。

ア．退職した際、被共済職員としての在籍期間が１年以上あること

イ．退職した際、退職手当金の請求を行っていないこと

注） 退職手当金の請求後に合算制度利用への変更を希望しても手続きの進捗状況によ

って変更できない場合があります。

ウ．退職後３年以内（注）に再び被共済職員になること

注）平成２８年３月３１日以前に退職した場合は２年以内

エ．新たに勤務する法人における本俸月額 基本給 や被共済職員期間等により退職手当金

額が増減することがあること

オ．被共済職員が、自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職した場合

でないこと

（２）『被共済職員退職届』、『合算制度利用申出書』の提出

被共済職員が退職する際に合算を申し出る場合、退職者が『合算制度利用申出書』記載欄

（記入日・氏名・生年月日・連絡先電話番号・郵便番号・住所）をすべて記入、押印し、共

済契約者に提出するよう指導してください。

共済契約者は『被共済職員退職届』をすべて記入、押印し、『合算制度利用申出書』と共

に速やかに提出してください。

注

① 退職手当金を請求した場合は、合算申出の手続きを取ることができなくなります。合算を申し出る
場合は、約款様式第７号の３『合算制度利用申出書』での提出になりますのでご注意くださ
い。

② 被共済職員が、共済契約者間で異動（退職した日の翌日に一年以上の雇用期間を定めて採用）
した場合は、合算ではなく、継続異動の手続きも可能です。その場合は約款様式第８号『共済
契約者間継続職員異動届』を提出してください。

（約款様式第7号の3）

独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

記入日

平成 月年

月 日 市外局

<個人情報の取扱いに関する注意事項>　退職者に係る個人情報は、退職手当共済業務及びこれに附帯する業務の範囲内で利用されます。

　退職者本人

番号

合算制度利用申出書

日

昭和

大正

平成

局

印

生　年　月　日カミヤ　　　　マチコ

神谷　町子

退

職

者

ご

本

人

が

記

載

く

だ

さ

い

〒

フリガナ 連絡先電話番号
年明治

住

所

氏　名

東京都港区虎ノ門１－１１－１１１　虎ノ門ハイツ１０５０号

請求者区分（続柄）

１

郵　便　番　号

神
谷

この欄はすべて記入・
押印してください。
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（３）被共済職員期間の合算申出者が、退職日から３年以内に被共済職員となった場合

退職日から３年以内に被共済職員となった場合は、合算制度を利用していることを就職先

の共済契約者へ申し出るよう指導してください。＜３３ページ参照＞＜『施設等新設

届・申出書職員名簿』、『掛金納付対象職員届（４月１日加入に限る）』、『被共済職員

加入届』又は『社会福祉施設職員等退職手当共済契約申込書職員名簿』＞

（４）被共済職員期間の合算申出者が、退職日から３年以内に被共済職員とならなかった場合

被共済職員期間の合算を申し出て退職した職員が、退職から３年以内（平成２８年３月３

１日以前に退職の場合は２年以内）に被共済職員とならなかった場合は、被共済職員期間の

合算が適用されませんので、退職手当金の請求手続きが必要となります。通常の請求の手順

と異なりますので、合算を申し出て退職した職員には、退職時に、次の「請求の手順」のコ

ピーをお渡しいただいたうえ、請求の手順をお伝えください。（通常の手順と異なりますの

で、注意してください。）

【 請求の手順】

退職者（請求者）

１．『退職手当金請求書』（約款様式第７号の２）』、『本人確認書類貼付用用紙』及び『退

職手当金請求書 提出前チェックリスト』を次のいずれかの方法で入手してください。

① 退職した職場（共済契約者）から入手する。

② 当機構のホームページからダウンロードする。

２．『退職手当金請求書』の請求者欄及び振込先金融機関欄をすべて記入・押印してくだ

さい。

３．『退職手当金請求書』の下にある「退職所得の受給に関する申告書」部分の「あなた

の」の欄及び「Ａ」の欄に記入、押印してください。退職（被共済職員ではなくなった時）

した際に、別途退職金の支給を受けている場合は、Ｂ欄にその内容を記載するとともに、

源泉徴収票を貼付してください。

４．「退職所得の受給に関する申告書」には個人番号を記載する必要があるため、必ず『

本人確認書類貼付用用紙』に、番号確認書類及び身元確認書類の写しを貼付し、直接、独

立行政法人福祉医療機構へ提出してください。

① 退職手当金の支給を受ける権利は、退職した日の翌日から５年を経過したときは、時効によって消

滅しますので、注意してください。

② 被共済職員である期間から「共済契約対象施設等の業務に従事した日数が１０日以下である月」を

除いた月が１２月に満たないときは、退職手当金は請求できません。

③ 共済契約者は、合算を申出た退職者に係る「被共済職員退職届」の控えを退職日から３年間保存

してください。

④ 「合算制度利用申出書」を提出した退職者に「被共済職員退職届」の写しをお渡しください。
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４ 被共済職員期間の合算

（１）被共済職員期間の合算

一度退職をして被共済職員としての期間が継続しない場合であっても、下記条件ア～オを

満たし、機構に申し出た場合は、前後の被共済職員期間を合算することができます。

ア．退職した際、被共済職員としての在籍期間が１年以上あること

イ．退職した際、退職手当金の請求を行っていないこと

注） 退職手当金の請求後に合算制度利用への変更を希望しても手続きの進捗状況によ

って変更できない場合があります。

ウ．退職後３年以内（注）に再び被共済職員になること

注）平成２８年３月３１日以前に退職した場合は２年以内

エ．新たに勤務する法人における本俸月額 基本給 や被共済職員期間等により退職手当金

額が増減することがあること

オ．被共済職員が、自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職した場合

でないこと

（２）『被共済職員退職届』、『合算制度利用申出書』の提出

被共済職員が退職する際に合算を申し出る場合、退職者が『合算制度利用申出書』記載欄

（記入日・氏名・生年月日・連絡先電話番号・郵便番号・住所）をすべて記入、押印し、共

済契約者に提出するよう指導してください。

共済契約者は『被共済職員退職届』をすべて記入、押印し、『合算制度利用申出書』と共

に速やかに提出してください。

注

① 退職手当金を請求した場合は、合算申出の手続きを取ることができなくなります。合算を申し出る
場合は、約款様式第７号の３『合算制度利用申出書』での提出になりますのでご注意くださ
い。

② 被共済職員が、共済契約者間で異動（退職した日の翌日に一年以上の雇用期間を定めて採用）
した場合は、合算ではなく、継続異動の手続きも可能です。その場合は約款様式第８号『共済
契約者間継続職員異動届』を提出してください。

（約款様式第7号の3）

独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

記入日

平成 月年

月 日 市外局

<個人情報の取扱いに関する注意事項>　退職者に係る個人情報は、退職手当共済業務及びこれに附帯する業務の範囲内で利用されます。

　退職者本人

番号

合算制度利用申出書

日

昭和

大正

平成

局

印

生　年　月　日カミヤ　　　　マチコ

神谷　町子

退

職

者

ご

本

人

が

記

載

く

だ

さ

い

〒

フリガナ 連絡先電話番号
年明治

住

所

氏　名

東京都港区虎ノ門１－１１－１１１　虎ノ門ハイツ１０５０号

請求者区分（続柄）

１

郵　便　番　号

神
谷

この欄はすべて記入・
押印してください。
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手続き編（退職手当金）

５ 『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』の記載及び留意点

① 『被共済職員退職届』の記載及び留意点

◎「被共済職員退職届」は、原本を業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）にご提出
　　ください。また、共済契約者様の控えとして写しをお手元に残してください。

業務委託先受付日付印 機構受付日付印

◎　給与台帳等の確認書類の提出を依頼することがあります（事前添付可）。

（約款様式第７号）

被共済職員退職届
独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

平成　　　年　　　月　　　日　次のとおり被共済職員が退職したので届出ます。
職 員 番 号 退職者氏名 （氏名全部をカナ及び漢字で記入してください） 退職理由（該当する番号を○で囲んでください）

カタカナ カミヤ　マチコ ① ・・・ 普通退職 （結婚・定年・転職などの自己都合による退職に該当するとき）

漢字 神谷　町子
② ・・・ 普通退職 （平成 年 月 日以前の加入者が①以外による退職に該当するとき）

③ ・・・ 業務上の傷病又は業務上の死亡による退職 退職理由により添付書類が

必要な場合があります。・・・ 犯罪等による退職
変更前の氏名

カタカナ ヒビヤ　マチコ ④

漢字
（旧姓）

日比谷　町子
（変更している場合のみ記入）

（　　　　年　　　　月　　　　日変更）

掛
金
納
付
対
象
職
員
届
で
確
認
の
う
え
記
入

生 年 月 日 退 職 年 月 日
月明　　治 年 月 日 平成 年 日

大　　正
昭　　和

平　　成
退職した月以前６か月の本俸月額

退職月の直前の４月から退職月までの期間において
（ただし、①退職日が月末でない月及び、②被共済職員期間とならない月は除きます）

業務に従事した
日数が 日以下
の月

業務上の
傷病によ
る休業期
間
現認証明

書の添付
が必要）

育児休業の申請があったもの
俸給表の額とは別掲

１　新規 ２　変更 ３　再取得 年 月
俸 給 表 の 額 俸給の調整額（※ ）

出産日
年 月 日

手当名 （ ）（平成）（年） （月）
育児休業

開 始日被共済職員期
間とならない
月

育児休業

終 了日

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

月　名 計 半年延長の理由（※１）

か月
１　新規 ２　変更 ３　再取得

月 日

月

月

出産日
年

育児休業

開 始日

育児休業

終 了日

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

半年延長の理由（※１）

共 済 契 約 者 番 号 共
済
契
約
者

社会福祉法人　○△福祉会
　東京都港区虎ノ門４－３－１３

カード

氏名又は名称

印
住 所

事務担当者氏名 虎ノ門　太郎 連　絡　先 電話（市外局 ）（ 局）（ 番）

（※１）
半年延長の
理由

育児休業期間の半年延長の理由は次のとおりですので、該当する上記の欄の番号を○で囲んでください。

１・・・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

２・・・子の養育を行っている配偶者であって、 歳または 歳 ヶ月以降子を養育する予定であったものが、死亡・負傷・疾病等の事情により子を養育することが困

難になった場合

（※ ）
俸給の調整
額

業務または職務の内容により俸給表で定める本俸を是正・調整するために、定額又は定率により毎月支給するものが該当します。給与規程に明記されているこ

とが必要です。詳しくは、配布したマニュアルの制度概要編「本俸月額」をご覧ください。

記

入

し

な

い

で

く

だ

さ

い

障害有無 受取済退職金額
徴　収　済　税　額

勤続年数 振込区分国　税 市町村民税

添付書類 留保

道府県民税

請求者印 請求者訂正印 申告書印 契約者印 契約者訂正印 調整額名称有無 現認証明

（注）退職者が「退職手当金請求書」を提出しない場合は、「被共済職員退職届」のみを記入し速やかに提出してください。なお、次の理由に該当する場合は□
の中にチェックを入れてください。その他の理由がある場合は欄外に記載してください。 □所在不明  □退職者が請求放棄をしている  □一年未満

確認

社
会
福
祉
法
人

○
△
福
祉
会

理
事
長
之
印

・ 消せるボールペンを使用して記入しないでください。

・ 記入を間違えた場合は、修正液等で消さずに、必ず二重線で訂正し、訂正印（※）を押印してくださ

い。

※『被共済職員退職届』の訂正箇所には共済契約者の印が必要となります。『被共済職員退職
届』にはあくまでも共済契約者の印が必要ですので、施設の印や事務担当者の印や代表者個人印

（例えば理事長本人の個人印等）は、押印しないでください。（誤った記入例（＜１０１ページ＞の

ケース３を参照）



（１）『被共済職員退職届』の記載例
＜９２～９３ページ参照＞

（５）よくある記入誤りの例
＜９９～１０１ページ参照＞

共済契約者が記入します
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手続き編（退職手当金）

５ 『被共済職員退職届』、『退職手当金請求書』の記載及び留意点

① 『被共済職員退職届』の記載及び留意点

◎「被共済職員退職届」は、原本を業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）にご提出
　　ください。また、共済契約者様の控えとして写しをお手元に残してください。

業務委託先受付日付印 機構受付日付印

◎　給与台帳等の確認書類の提出を依頼することがあります（事前添付可）。

（約款様式第７号）

被共済職員退職届
独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

平成　　　年　　　月　　　日　次のとおり被共済職員が退職したので届出ます。
職 員 番 号 退職者氏名 （氏名全部をカナ及び漢字で記入してください） 退職理由（該当する番号を○で囲んでください）

カタカナ カミヤ　マチコ ① ・・・ 普通退職 （結婚・定年・転職などの自己都合による退職に該当するとき）

漢字 神谷　町子
② ・・・ 普通退職 （平成 年 月 日以前の加入者が①以外による退職に該当するとき）

③ ・・・ 業務上の傷病又は業務上の死亡による退職 退職理由により添付書類が

必要な場合があります。・・・ 犯罪等による退職
変更前の氏名

カタカナ ヒビヤ　マチコ ④

漢字
（旧姓）

日比谷　町子
（変更している場合のみ記入）

（　　　　年　　　　月　　　　日変更）

掛
金
納
付
対
象
職
員
届
で
確
認
の
う
え
記
入

生 年 月 日 退 職 年 月 日
月明　　治 年 月 日 平成 年 日

大　　正
昭　　和

平　　成
退職した月以前６か月の本俸月額

退職月の直前の４月から退職月までの期間において
（ただし、①退職日が月末でない月及び、②被共済職員期間とならない月は除きます）

業務に従事した
日数が 日以下
の月

業務上の
傷病によ
る休業期
間
現認証明

書の添付
が必要）

育児休業の申請があったもの
俸給表の額とは別掲

１　新規 ２　変更 ３　再取得 年 月
俸 給 表 の 額 俸給の調整額（※ ）

出産日
年 月 日

手当名 （ ）（平成）（年） （月）
育児休業

開 始日被共済職員期
間とならない
月

育児休業

終 了日

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

月　名 計 半年延長の理由（※１）

か月
１　新規 ２　変更 ３　再取得

月 日

月

月

出産日
年

育児休業

開 始日

育児休業

終 了日

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

半年延長の理由（※１）

共 済 契 約 者 番 号 共
済
契
約
者

社会福祉法人　○△福祉会
　東京都港区虎ノ門４－３－１３

カード

氏名又は名称

印
住 所

事務担当者氏名 虎ノ門　太郎 連　絡　先 電話（市外局 ）（ 局）（ 番）

（※１）
半年延長の
理由

育児休業期間の半年延長の理由は次のとおりですので、該当する上記の欄の番号を○で囲んでください。

１・・・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

２・・・子の養育を行っている配偶者であって、 歳または 歳 ヶ月以降子を養育する予定であったものが、死亡・負傷・疾病等の事情により子を養育することが困

難になった場合

（※ ）
俸給の調整
額

業務または職務の内容により俸給表で定める本俸を是正・調整するために、定額又は定率により毎月支給するものが該当します。給与規程に明記されているこ

とが必要です。詳しくは、配布したマニュアルの制度概要編「本俸月額」をご覧ください。

記

入

し

な

い

で

く

だ

さ

い

障害有無 受取済退職金額
徴　収　済　税　額

勤続年数 振込区分国　税 市町村民税

添付書類 留保

道府県民税

請求者印 請求者訂正印 申告書印 契約者印 契約者訂正印 調整額名称有無 現認証明

（注）退職者が「退職手当金請求書」を提出しない場合は、「被共済職員退職届」のみを記入し速やかに提出してください。なお、次の理由に該当する場合は□
の中にチェックを入れてください。その他の理由がある場合は欄外に記載してください。 □所在不明  □退職者が請求放棄をしている  □一年未満

確認

社
会
福
祉
法
人

○
△
福
祉
会

理
事
長
之
印

・ 消せるボールペンを使用して記入しないでください。

・ 記入を間違えた場合は、修正液等で消さずに、必ず二重線で訂正し、訂正印（※）を押印してくださ

い。

※『被共済職員退職届』の訂正箇所には共済契約者の印が必要となります。『被共済職員退職
届』にはあくまでも共済契約者の印が必要ですので、施設の印や事務担当者の印や代表者個人印

（例えば理事長本人の個人印等）は、押印しないでください。（誤った記入例（＜１０１ページ＞の

ケース３を参照）



（１）『被共済職員退職届』の記載例
＜９２～９３ページ参照＞

（５）よくある記入誤りの例
＜９９～１０１ページ参照＞

共済契約者が記入します
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手続き編（退職手当金）

（１）『被共済職員退職届』の記載例 共済契約者が記入してください。

※ 退職月と同年度の４月から退職月までの期間になります。（退職月が４月の場合は、

３月（前年度）までは『掛金納付対象職員届』で報告します。）

退職月の直前の４月から退職月までの期間において

半年延長の理由（※１）

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

育児休業

終 了日

育児休業

開 始日４月

５月

出産日
年

１　新規 ２　変更 ３　再取得
月 831日

か月

月　名 計 半年延長の理由（※１）

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

５
１９７

２ ９ ０ ３ １

１９０

被共済職員期
間とならない
月

２ ９ ０ ９ ０ ５
育児休業

終 了日

１９２

育児休業

開 始日

１８５

２ ９ ０ ７ １ ０出産日
年 月 183日

業務に従事した
日数が10日以下
の月

業務上の
傷病によ
る休業期
間
(現認証明
書の添付
が必要）

育児休業の申請があったもの

１　新規 ２　変更 ３　再取得

業務に従事した日数が１０日以下の
月は「被共済職員期間とならない
月」となりますので、「６か月の本俸
月額」の欄からはその月は除いてく
ださい。＜２８ページ参照＞

育児休業を取得した場合は記入してください。
また「６か月の本俸月額」の欄ではその月は出
勤したものとして扱ってください。
＜２９～３１ページ参照＞

・該当する退職理由に○をつけます。

・退職理由により添付書類が必要な場合がありま
す。＜９４ページ参照＞

結婚等で改姓した時は、必ず
旧姓を記入してください。（口
座名義が旧姓の場合も記入し
てください。）

職員番号は、『掛金納付対象職員届』で確認のうえ記入してください。



育児休業期間については、既に『掛金納付
対象職員届』にて報告している場合は、再度
記入する必要はありません。ただし、育児休業
終了日に変更があった場合には「変更」に○
を付け、すべての欄を記入してください。＜
２９～３１ページ参照＞

退職年月日は、社会保険の資格喪失日ではなく、実際の退職日を記入してください。

業務上の傷病による休業期間がある場合は、
現認証明書＜７７ページ参照＞を添付のう
え、期間 年月日まで を記入してください。そ
の期間については「６か月の本俸月額」の欄
では出勤したものとして扱ってください。
＜２８ページ参照＞
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手続き編（退職手当金）

（１）『被共済職員退職届』の記載例 共済契約者が記入してください。

※ 退職月と同年度の４月から退職月までの期間になります。（退職月が４月の場合は、

３月（前年度）までは『掛金納付対象職員届』で報告します。）

退職月の直前の４月から退職月までの期間において

半年延長の理由（※１）

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

育児休業

終 了日

育児休業

開 始日４月

５月

出産日
年

１　新規 ２　変更 ３　再取得
月 831日

か月

月　名 計 半年延長の理由（※１）

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無

５
１９７

２ ９ ０ ３ １

１９０

被共済職員期
間とならない
月

２ ９ ０ ９ ０ ５
育児休業

終 了日

１９２

育児休業

開 始日

１８５

２ ９ ０ ７ １ ０出産日
年 月 183日

業務に従事した
日数が10日以下
の月

業務上の
傷病によ
る休業期
間
(現認証明
書の添付
が必要）

育児休業の申請があったもの

１　新規 ２　変更 ３　再取得

業務に従事した日数が１０日以下の
月は「被共済職員期間とならない
月」となりますので、「６か月の本俸
月額」の欄からはその月は除いてく
ださい。＜２８ページ参照＞

育児休業を取得した場合は記入してください。
また「６か月の本俸月額」の欄ではその月は出
勤したものとして扱ってください。
＜２９～３１ページ参照＞

・該当する退職理由に○をつけます。

・退職理由により添付書類が必要な場合がありま
す。＜９４ページ参照＞

結婚等で改姓した時は、必ず
旧姓を記入してください。（口
座名義が旧姓の場合も記入し
てください。）

職員番号は、『掛金納付対象職員届』で確認のうえ記入してください。



育児休業期間については、既に『掛金納付
対象職員届』にて報告している場合は、再度
記入する必要はありません。ただし、育児休業
終了日に変更があった場合には「変更」に○
を付け、すべての欄を記入してください。＜
２９～３１ページ参照＞

退職年月日は、社会保険の資格喪失日ではなく、実際の退職日を記入してください。

業務上の傷病による休業期間がある場合は、
現認証明書＜７７ページ参照＞を添付のう
え、期間 年月日まで を記入してください。そ
の期間については「６か月の本俸月額」の欄
では出勤したものとして扱ってください。
＜２８ページ参照＞
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【退職理由区分】

退 職 理 由 添 付 書 類

①

普通退職 （結婚､定年､転職､雇用契約期間満了

など ※１）

・平成１３年４月１日以降に加入した職員が、②の か

ら に該当する理由による退職の場合

・遺族、相続人請求の場合は、１０２～１０４ページを参照

②

普通退職
・平成１３年３月３１日

以前に加入した職員

が、平成１３年４月１

日以降に退職し、右

の から に該

当する理由による退

職の場合

業務上以外の死亡による
退職

・死亡診断書（写）
・遺族、相続人請求の場合は、１０２～１０４ページを参照

共済契約対象外施設等へ
の配置換による退職

・共済契約者の発行する配置換命令書（写）
・共済契約者の定款

社会福祉施設等の施設の
廃止又は休止による退職

・社会福祉施設等の施設の廃止又は休止を証する書類

業務上以外の傷病による
退職

・共済契約者が発行する事情説明書
・障害厚生年金の受給を証する書類又は障害の程度が厚生年
金保険法第４７条第２項に規定する障害等級に該当することの
医師の診断書

社会福祉施設等の移転によ

り通勤が不可能又は困難とな

ったことによる退職

・通勤が不可能又は困難となったことの共済契約者が発行する事情説明書

社会福祉施設等の定員の減

少等により職員定数に過員が

生じたことによる退職

・社会福祉施設等の入所定員の減少、減少前後の入所定員を証する書類

・入所定員減少前後の職員名簿

・保育所の保育士の場合は、措置児童数の変更状況を証する書類及び前年

度及び当年度の４月１日現在の職員名簿

③

業務上の傷病により障害の状態になったこと
による退職

労災保険の適用を受ける者であるとき（※２）

・障害補償給付又は傷病補償年金の支給決定通知書（写）

・共済契約者が発行する現認証明書＜７７ページ参照＞

・障害厚生年金の受給を証する書類又は障害の程度が厚生

年金保険法第４７条第２項に規定する障害等級に該当する
ことの医師の診断書等（例：障害厚生年金を受給するため
の「厚生年金保険診断書」）

業務上の死亡による退職

労災保険の適用を受ける者であるとき（※２）

・葬祭料の支給決定通知書（写）

・死亡診断書（写）

・共済契約者が発行する現認証明書

・遺族、相続人請求の場合は、１０２～１０４ページを参照

④ 犯罪行為又は重大な非行による退職

・犯罪等の概要（発覚した時期、犯罪等を犯した期間・回数・

被害の程度）

・共済契約者の処分の状況（辞令の写）

・理事会議事録（写）

・就業規則（写）

・労働基準監督署の解雇予告除外がある場合の認定書（写）

・判決があった場合の判決書（写）

・新聞記事（写）

・その他関係書類

※ １ 給食部門の外部委託に伴う調理員の退職、勧奨退職等は、①普通退職に該当します。

※ ２ 労災の適用を受けない退職者で、③業務上の傷病により障害の状態になったことによる退職若しくは業

務上の死亡による退職に該当する方は、別途機構にご連絡ください。
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（２）『退職手当金請求書』の記載例（退職手当金を請求する場合）

必ず請求者本人が記入してください。

・自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職
独立行政法人福祉医療機構　理事長　様 手当金が支給されないことがあります。

記入日 ・虚偽の記載があった場合は、退職手当金が支給されないことがあります。

（約款様式第7号の2） 【注意事項】 機構受付日付印
・退職手当金請求はこの書類をもって行います。

退職手当金請求書
・退職手当金の支給はこの届出書類が機構に到着してから概ね2ヵ月で行われま
すが、請求が集中する時期は更に時間を要することがあります。

【支給制限】

平成 ３０ 年 月 日

私は、上記注意事項等を理解した上で、退職手当金を請求します。なお、請求する私は反社会的勢力ではなく 、また、反社会的勢力への関与はありません。

請

求

者

請求者区分（続柄） フリガナ カミヤ　　　　マチコ 生　年　月　日 連絡先電話番号

氏　名
０ １ １

年 月 日 市外局

３ 遺 族 （

１ 退職者本人

１１１１
２ 相 続人 （ ）

局 番号

印 大 正
０ １

）
０ ０３ ２２２２神谷　町子

明治

昭和
平 成

郵　便　番　号 住

所
東京都港区虎ノ門１－１１－１１１　虎ノ門ハイツ１０５０号

〒 ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９

振

込

先

金

融

機

関

金融機関コード 店番号 振込先金融機関名を記入のう え、○で囲んでください。
新橋

・ 信 用 組 合

口　座　番　号

(右詰めで記入してください）
預金種目

口　座　名　義
（左詰めでカタカナで記入してください）

あなた以外の預金口座には送

金できません

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
銀 行 本店 ・ 支所

福祉 虎ノ門信 用 金 庫 ・ 農業協同組合 支店 ・ 出張所

普　通４ カ ミ ヤ マ チ コ０ ９ ８ ７ ６ ５

<個人情報の取扱いに関する注意事項>　請求者又は退職者に係る個人情報は、退職手当共済業務及びこれに附帯する業務の範囲内で利用されます。

神
谷

神
谷

・記入を誤った場合は、二重線で訂正後、
請求者印による訂正印を押印してくださ
い。

・修正液等で消さないでください。

・振込先金融機関の記入について
は、預金通帳、キャッシュカー
ド等を参照して正しく記入して
ください。
＜９６ページ参照＞

・口座番号は、右詰めで記入して
ください。

・請求者口座名義は、左詰めで記入してください。

・濁点 ゛ 、半濁点 ゜ も１字に数えます。

・姓と名の間はひとマス空けて記入してください。

・請求者口座名義は、請求者本人に限ります。
（家族名義では送金できません。）



・支店名は通帳繰越店ではなく、
口座を開設した支店名を記入して
ください。
・金融機関コード４ケタ、店番号３ケタ
は正しく記入してください。

・ゆうちょ銀行 郵便局 の場合は、
漢数字３ケタの店名を記入し、
いずれも○で囲まないでください。 連絡先電話番号は、必ず連絡の取

れる電話番号を記入してください。
携帯電話番号でも可です。

・申告書の現住所と同じ住所となります。

・退職後にお住まいの住所を記入してください。
（退職後に転居することが決まっている場合は、
転居後の住所を記入してください。）

結婚等で氏名が変更している場合、又は、
退職後、退職手当金を請求する時点で氏
名が変更している場合は、変更後の氏名
を記入し、印を押印してください。

・「退職手当金を請求」を選択した場合は、記載欄すべて記載し、『本人確認書類貼付用用紙』に
本人確認書類を貼付してください。
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【退職理由区分】

退 職 理 由 添 付 書 類

①

普通退職 （結婚､定年､転職､雇用契約期間満了

など ※１）

・平成１３年４月１日以降に加入した職員が、②の か

ら に該当する理由による退職の場合

・遺族、相続人請求の場合は、１０２～１０４ページを参照

②

普通退職
・平成１３年３月３１日

以前に加入した職員

が、平成１３年４月１

日以降に退職し、右

の から に該

当する理由による退

職の場合

業務上以外の死亡による
退職

・死亡診断書（写）
・遺族、相続人請求の場合は、１０２～１０４ページを参照

共済契約対象外施設等へ
の配置換による退職

・共済契約者の発行する配置換命令書（写）
・共済契約者の定款

社会福祉施設等の施設の
廃止又は休止による退職

・社会福祉施設等の施設の廃止又は休止を証する書類

業務上以外の傷病による
退職

・共済契約者が発行する事情説明書
・障害厚生年金の受給を証する書類又は障害の程度が厚生年
金保険法第４７条第２項に規定する障害等級に該当することの
医師の診断書

社会福祉施設等の移転によ

り通勤が不可能又は困難とな

ったことによる退職

・通勤が不可能又は困難となったことの共済契約者が発行する事情説明書

社会福祉施設等の定員の減

少等により職員定数に過員が

生じたことによる退職

・社会福祉施設等の入所定員の減少、減少前後の入所定員を証する書類

・入所定員減少前後の職員名簿

・保育所の保育士の場合は、措置児童数の変更状況を証する書類及び前年

度及び当年度の４月１日現在の職員名簿

③

業務上の傷病により障害の状態になったこと
による退職

労災保険の適用を受ける者であるとき（※２）

・障害補償給付又は傷病補償年金の支給決定通知書（写）

・共済契約者が発行する現認証明書＜７７ページ参照＞

・障害厚生年金の受給を証する書類又は障害の程度が厚生

年金保険法第４７条第２項に規定する障害等級に該当する
ことの医師の診断書等（例：障害厚生年金を受給するため
の「厚生年金保険診断書」）

業務上の死亡による退職

労災保険の適用を受ける者であるとき（※２）

・葬祭料の支給決定通知書（写）

・死亡診断書（写）

・共済契約者が発行する現認証明書

・遺族、相続人請求の場合は、１０２～１０４ページを参照

④ 犯罪行為又は重大な非行による退職

・犯罪等の概要（発覚した時期、犯罪等を犯した期間・回数・

被害の程度）

・共済契約者の処分の状況（辞令の写）

・理事会議事録（写）

・就業規則（写）

・労働基準監督署の解雇予告除外がある場合の認定書（写）

・判決があった場合の判決書（写）

・新聞記事（写）

・その他関係書類

※ １ 給食部門の外部委託に伴う調理員の退職、勧奨退職等は、①普通退職に該当します。

※ ２ 労災の適用を受けない退職者で、③業務上の傷病により障害の状態になったことによる退職若しくは業

務上の死亡による退職に該当する方は、別途機構にご連絡ください。
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【振込先金融機関の記入方法】

請求者本人が記入する“振込先金融機関”の欄は、預貯金等の通帳またはキャッシュカー

ドを参照のうえ、金融機関コード、支店番号、金融機関名、支店名、口座番号をすべてを

正しく記入する必要があります。

口座番号については、金融機関によっては７桁で表示していない場合がありますので、そ

の際には右詰めで記入するようにしてください。記入の誤りがあった場合は、退職手当金

の送金処理ができません。

また、金融機関の統廃合により、旧の金融機関を指定した場合や、退職手当金請求書を提

出後に口座名義を旧姓から新姓へ変更したことにより振込ができないケースが増えていま

す。振込先の金融機関への事前確認または名義変更する予定がある場合は出来る限り変更し

てから記入するようにしてください。

ゆうちょ銀行へのお振込をご希望の場合

ゆうちょ銀行の口座へのお振込は、現在、お持ちの記号・番号のままではお振込みするこ

とが出来ません。ゆうちょ銀行へのお振込みの際には、振込用の「店名・預金種目・口座番

号」が必要となります。ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口まで、ゆうちょ銀行の通帳（通常

貯金・通常貯蓄貯金に限ります）をお持ちのうえ、「店名・店番・預金種目・口座番号」の

記載を受けて、その内容を記入してください。（ゆうちょ銀行の振込用支店名は漢数字３桁

で、最終桁が「八」になります。）

【ゆうちょ銀行へのお振込みの場合の記入例】

振

込

先

金

融

機

関

金融機関コード 店番号
振込先金融機関名を記入のうえ、○で囲んでください。

銀 行 ・ 信用組合 本店 ・ 支店

信用金庫 ・ 農業協同組合 支所 ・ 出張所
１ ２ ３ ４ ０ ０ ５

口座番号

（右詰めで記入してください）
預金種目

請求者口座名義

（左詰めでカタカナで記入してください）

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 普 通 カ ミ ヤ マ チ コ

振

込

先

金

融

機

関

金融機関コード 店番号
振込先金融機関名を記入のうえ、○で囲んでください。

ゆうちょ 銀 行 ・ 信用組合 一一八 本店 ・ 支店

信用金庫 ・ 農業協同組合 支所 ・ 出張所
０ ０

口座番号

（右詰めで記入してください）
預金種目

請求者口座名義

（左詰めでカタカナで記入してください）

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 普 通 カ ミ ヤ マ チ コ

③金融機関名

⑤口座番号

③口座番号（７桁）

②支店名（漢数字３桁で最終

桁が「八」になります。）

※支店番号と同じです。

口座名義

④支店名

（口座開設店）

注：ひとマス空ける

注：ひとマス空ける

⑥口座名義

○× ○×

②支店番号①金融機関コード

⑥口座名義

①金融機関コード ②支店番号

○はつけません
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【振込先金融機関の記入方法】

請求者本人が記入する“振込先金融機関”の欄は、預貯金等の通帳またはキャッシュカー

ドを参照のうえ、金融機関コード、支店番号、金融機関名、支店名、口座番号をすべてを

正しく記入する必要があります。

口座番号については、金融機関によっては７桁で表示していない場合がありますので、そ

の際には右詰めで記入するようにしてください。記入の誤りがあった場合は、退職手当金

の送金処理ができません。

また、金融機関の統廃合により、旧の金融機関を指定した場合や、退職手当金請求書を提

出後に口座名義を旧姓から新姓へ変更したことにより振込ができないケースが増えていま

す。振込先の金融機関への事前確認または名義変更する予定がある場合は出来る限り変更し

てから記入するようにしてください。

ゆうちょ銀行へのお振込をご希望の場合

ゆうちょ銀行の口座へのお振込は、現在、お持ちの記号・番号のままではお振込みするこ

とが出来ません。ゆうちょ銀行へのお振込みの際には、振込用の「店名・預金種目・口座番

号」が必要となります。ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口まで、ゆうちょ銀行の通帳（通常

貯金・通常貯蓄貯金に限ります）をお持ちのうえ、「店名・店番・預金種目・口座番号」の

記載を受けて、その内容を記入してください。（ゆうちょ銀行の振込用支店名は漢数字３桁

で、最終桁が「八」になります。）

【ゆうちょ銀行へのお振込みの場合の記入例】

振

込

先

金

融

機

関

金融機関コード 店番号
振込先金融機関名を記入のうえ、○で囲んでください。

銀 行 ・ 信用組合 本店 ・ 支店

信用金庫 ・ 農業協同組合 支所 ・ 出張所
１ ２ ３ ４ ０ ０ ５

口座番号

（右詰めで記入してください）
預金種目

請求者口座名義

（左詰めでカタカナで記入してください）

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 普 通 カ ミ ヤ マ チ コ

振

込

先

金

融

機

関

金融機関コード 店番号
振込先金融機関名を記入のうえ、○で囲んでください。

ゆうちょ 銀 行 ・ 信用組合 一一八 本店 ・ 支店

信用金庫 ・ 農業協同組合 支所 ・ 出張所
０ ０

口座番号

（右詰めで記入してください）
預金種目

請求者口座名義

（左詰めでカタカナで記入してください）

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 普 通 カ ミ ヤ マ チ コ

③金融機関名

⑤口座番号

③口座番号（７桁）

②支店名（漢数字３桁で最終

桁が「八」になります。）

※支店番号と同じです。

口座名義

④支店名

（口座開設店）

注：ひとマス空ける

注：ひとマス空ける

⑥口座名義

○× ○×

②支店番号①金融機関コード

⑥口座名義

①金融機関コード ②支店番号

○はつけません
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（５）よくある記入誤りの例

× 誤った記載例（ケース１）

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ １ ５

退職月の直前の４月から退職月までの期間に
おいて

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があったも
の 年 月

俸 給 表 の 額

俸給の調整額

１．新規 ２．変更

月名 計
出 産 日

３０年 ３月 １ ０ ３ ４ ６ ２

１１月

１２月
０ ２

３０年 ２月 １ ５ ８ ６ ９ ２

育児休業
開 始 日

３０年 １月 １ ６ ５ ３ １ １

２９年１２月 ５ ３ ４ １ １

育児休業
終 了 日

２９年１１月 ５ ８ ６ ９ ３

２９年１０月 １ ６ ８ ６ ４ ９

６ ヵ 月 合 計

６ヵ月の平均

額

◎ 正しい記載例

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ １ ５

退職月の直前の４月から退職月までの期間に
おいて

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があったも
の 年 月 俸 給 表 の 額

俸給の調整額

１．新規 ２．変更

月名 計
出 産 日

３０年 ２月 １ ２ ６ ０ ０ ０

１１月

１２月
０ ２

３０年 １月 １ ２ ６ ０ ０ ０

育児休業
開 始 日

２９年１０月 １ ２ ６ ０ ０ ０

２ ９年 ９月 １ ２ ６ ０ ０ ０

育児休業
終 了 日

２ ９年 ８月 １ ２ ６ ０ ０ ０

２ ９年 ７月 １ ２ ６ ０ ０ ０

６ヵ月合計

６ヵ月の平

均額

◎ 退職日が末日でない場合は、６か月本俸に含めません

× 退職日が末日でないのに３月が含まれています

× 被共済職員期間とならない月が含まれて

います × 実支給を記入しているため、バラツキがあります

◎ 被共済職員期間とならない月は、６か月

本俸には含めません

◎ 日給６，０００円×２１日＝１２６，０００円を

格付本俸として、統一した金額を記入します

＜２６ページ参照＞

・ 日給６，０００円、週５日勤務（雇用契約上の金額・勤務日数）
・ 平成３０年３月１５日に退職
・ １１月と１２月は出勤日数が１０日以下
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× 誤った記載例（ケース２）

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ ３ １

退職月の直前の４月から退職月までの期間
において

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があった
もの 年 月 俸 給 表 の 額 俸給の調整額

１．新規 ２．変更

月名 計 出 産 日 ３０年 ２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

３０年 １月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

育児休業
開 始 日

２９年１２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年１１月 １ ０ １ ３ ５ ７ ０

育児休業
終 了 日

２９年１０月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年 ９月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

◎ 正しい記載例

退職月の直前の４月から退職月までの期間
において

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があった
もの 年 月 俸 給 表 の 額 俸給の調整額

特殊業務手当１．新規 ２．変更

月名 計
出 産 日

３０年 ３月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

３０年 ２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

育児休業
開 始 日

３０年 １月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年１２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

育児休業
終 了 日

２９年１１月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年１０月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

６ヵ月合計

６ヵ月の平

均額

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ ３ １

× 欠勤により減額された本俸を記入しています

× 該当する手当の名称が未記入となっています

・ 月給１９３，５００円で特殊業務手当１５，４８０円の職員
・ 平成３０年３月３１日に退職
・ １１月に欠勤したが、１０日を超える日数を出勤している
・ ３月は６日出勤し、年休を１５日取っている

◎ 該当する手当がある場合は、必ず

その名称を記入します

＜２５ページ参照＞

× 末日の退職で、業務に従事した日数が１０日を超

えているにもかかわらず、３月が含まれていません

◎ 末日の退職で、業務に従事した日数が１０日を超

える場合は、退職した月から遡って記入します

（１年に２０日以内の年次有給休暇は出勤した日

とみなすことができます）

＜２８ページ参照＞

◎ 欠勤があっても、その月に１０日を超える出勤

日数があれば格付本俸を記入します
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× 誤った記載例（ケース３）

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ ３ １

退職月の直前の４月から退職月までの期間
において

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があった
もの 年 月 俸 給 表 の 額 俸給の調整額

通勤手当１．新規 ２．変更

月名 計
出産日 ２ ９ １ ０ ０ ５

２９年１１月 １ ６ ７ ４ ０ ０ ８ ０ ０ ０

１２月

１月

２月

３月

０ ４

２９年１０月 １ ６ ７ ４ ０ ０ ８ ０ ０ ０

育児休業

開始日
２ ９ １ ２ ０ １

２９年 ９月 １ ６ ７ ４ ０ ０ ８ ０ ０ ０

２９年 ８月 １ ６ ７ ４ ０ ０ ８ ０ ０ ０

育児休業

終了日
３ ０ ０ ３ ３ １

２９年 ７月 １ ６ ７ ４ ０ ０ ８ ０ ０ ０

２９年 ６月 １ ６ ４ ０ ０ ８ ０ ０ ０

◎ 正しい記載例

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ ３ １

退職月の直前の４月から退職月までの期間
において

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があった
もの

年 月
俸 給 表 の 額

俸給の調整額

１．新規 ２．変更

月名 計
出産日 ２ ９ １ ０ ０ ５

３０年 ３月 １ ６ ７ ４ ０ ０

０ ０

３０年 ２月 １ ６ ７ ４ ０ ０

育児休業

開始日
２ ９ １ ２ ０ １

３０年 １月 １ ６ ７ ４ ０ ０

２９年１２月 １ ６ ７ ４ ０ ０

育児休業

終了日
３ ０ ０ ３ ３ １

２９年１１月 １ ６ ７ ４ ０ ０

２９年１０月 １ ６ ３ ４ ０ ０

６ヵ月合計

６ヵ月の平

× 育児休業期間が欠勤の扱いにされています

・ 月給１６７，４００円の職員

・ 平成３０年３月３１日に退職

・ 育児休業を取っている

× 訂正箇所に事務担当者の訂正印が押されています

◎ 訂正印は共済契約者の印を押します

◎育児休業期間は欠勤扱いとはなりませんので、

無給であっても６か月本俸に含めます

被共済職員期間とならない月には記入しません

＜２９ページ参照＞

甲
野

社
会
福
祉
法
人

○
△
福
祉
会

理
事
長
之
印

× 通勤手当や管理職手当、扶養手当等は入りません

＜２５，２６ページ参照＞

手続き編（退職手当金）

× 誤った記載例（ケース２）

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ ３ １

退職月の直前の４月から退職月までの期間
において

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があった
もの 年 月 俸 給 表 の 額 俸給の調整額

１．新規 ２．変更

月名 計 出 産 日 ３０年 ２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

３０年 １月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

育児休業
開 始 日

２９年１２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年１１月 １ ０ １ ３ ５ ７ ０

育児休業
終 了 日

２９年１０月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年 ９月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

◎ 正しい記載例

退職月の直前の４月から退職月までの期間
において

退 職 し た 月 以 前 ６ か 月 の 本 俸 月 額

業務に従事した日

数が１０日以下の

月（被共済職員期

間とならない月）

育児休業の申請があった
もの 年 月 俸 給 表 の 額 俸給の調整額

特殊業務手当１．新規 ２．変更

月名 計
出 産 日

３０年 ３月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

３０年 ２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

育児休業
開 始 日

３０年 １月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年１２月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

育児休業
終 了 日

２９年１１月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

２９年１０月 １ ９ ３ ５ ０ ０ １ ５ ４ ８ ０

６ヵ月合計

６ヵ月の平

均額

退職年月日
年 月 日

３ ０ ３ ３ １

× 欠勤により減額された本俸を記入しています

× 該当する手当の名称が未記入となっています

・ 月給１９３，５００円で特殊業務手当１５，４８０円の職員
・ 平成３０年３月３１日に退職
・ １１月に欠勤したが、１０日を超える日数を出勤している
・ ３月は６日出勤し、年休を１５日取っている

◎ 該当する手当がある場合は、必ず

その名称を記入します

＜２５ページ参照＞

× 末日の退職で、業務に従事した日数が１０日を超

えているにもかかわらず、３月が含まれていません

◎ 末日の退職で、業務に従事した日数が１０日を超

える場合は、退職した月から遡って記入します

（１年に２０日以内の年次有給休暇は出勤した日

とみなすことができます）

＜２８ページ参照＞

◎ 欠勤があっても、その月に１０日を超える出勤

日数があれば格付本俸を記入します
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６ 遺族・相続人による請求手続きの留意点

退職手当金の請求者が、遺族、相続人の場合、退職届、請求書のほかに次の添付書類が必

要になります。また、受給権者については優先順位がありますので注意してください。

（１）遺族が請求する場合 （死亡による退職）

ア．受給権者の順位及び添付書類（受給者の順位は共済法により次のとおりとなっています）

順位 受給権者 添 付 書 類

第

１
グ
ル
ー

プ

１

戸籍上の配偶者

① 死亡診断書（写）

② 配偶者の戸籍謄本（但し、被共済職員の死亡後に別戸籍とな
っている場合は、配偶者の戸籍謄本のほか被共済職員の死
亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本）

内縁の妻又は夫

① 死亡診断書（写）

② 被共済職員の死亡及び戸籍上の配偶者がいないことを証す
る戸籍謄本又は除籍謄本

③ 内縁の妻又は夫の戸籍謄本

④ 内縁関係についての「生計維持に関する調査書」（様式１１
号）及び被共済職員の死亡当時の世帯員の状況を明らかに
することができる住民票の謄本

第

２
グ
ル
ー

プ

２

３

４

５

６

７

生
計
維
持
関
係
あ
り

子

父母

孫

祖父母

兄弟姉妹

その他の親族

① 死亡診断書（写）

② 被共済職員の死亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本

③ 被共済職員の死亡当時、主として被共済職員の収入によって
生計を維持していたことを証する「生計維持に関する調査書」
（様式１１号）

④ 被共済職員と請求者（受給権者）の身分関係及び先順位の遺族
がいないことを証する戸籍謄本 除籍謄本、改製原戸籍謄本を
含む）

⑤ 上記②又は④の戸籍謄本より請求者（受給権者）が除籍されてい
る場合は、請求者（受給権者）の現在の戸籍抄本又は戸籍謄本

第

３
グ

ル
ー

プ

８

９

１０

１１

１２

生
計
維
持
関
係
な
し

子

父母

孫

祖父母

兄弟姉妹

① 死亡診断書（写）

② 被共済職員の死亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本

③ 被共済職員の死亡当時、主として被共済職員の収入によって
生計を維持していた親族がいないことを証する「生計維持に関
する調査書」（様式１１号）

④ 被共済職員と請求者（受給権者）の身分関係及び先順位の遺族
がいないことを証する戸籍謄本 除籍謄本、改製原戸籍謄本を
含む）

※被共済職員の出生から死亡までの連続した期間の戸籍謄
本、改製原戸籍謄本

⑤ 上記②又は④の戸籍謄本より請求者（受給権者）が除籍されてい
る場合は、請求者（受給権者）の現在の戸籍抄本又は戸籍謄本

※ ②・④・⑤は『認証文つき法定相続情報一覧図』で代替するこ
とができます。
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イ．同順位者が２人以上いる場合

上表中の順位２～７及び順位８～１２の者において、同順位者の遺族が２人以上いる場合

は、同順位の遺族の中から代表者を定め、その者が請求者となる『退職手当金請求書』を

作成し、他の者が作成したその者に対しての退職手当金の請求及び受取についての委任状

（様式１２号）を添付してください。

ウ．遺族が未成年者の場合

未成年者の親権者又は後見人が請求者となる『退職手当金請求書』を作成し、その者が

親権者又は後見人であることが記載されている未成年者の戸籍謄本を添付してください。

エ．個人番号（マイナンバー）について

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入され、税務署等に法定調書を提出する

場合は、死亡した被共済職員（退職者）と遺族（請求者）の個人番号が必要となりますので、

それぞれの「個人番号カード（写）」、「番号通知カード（写）」、「個人番号が記載された住民

票の写し」のいずれか一つを添付してください。

※生計維持に関する調査書及び委任状は、機構ホームページからダウンロードすることがき

ます。

（退職手当共済事業→各種届出様式→様式第７号の添付書類）

手続き編（退職手当金）

６ 遺族・相続人による請求手続きの留意点

退職手当金の請求者が、遺族、相続人の場合、退職届、請求書のほかに次の添付書類が必

要になります。また、受給権者については優先順位がありますので注意してください。

（１）遺族が請求する場合 （死亡による退職）

ア．受給権者の順位及び添付書類（受給者の順位は共済法により次のとおりとなっています）

順位 受給権者 添 付 書 類

第

１
グ
ル
ー

プ

１

戸籍上の配偶者

① 死亡診断書（写）

② 配偶者の戸籍謄本（但し、被共済職員の死亡後に別戸籍とな
っている場合は、配偶者の戸籍謄本のほか被共済職員の死
亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本）

内縁の妻又は夫

① 死亡診断書（写）

② 被共済職員の死亡及び戸籍上の配偶者がいないことを証す
る戸籍謄本又は除籍謄本

③ 内縁の妻又は夫の戸籍謄本

④ 内縁関係についての「生計維持に関する調査書」（様式１１
号）及び被共済職員の死亡当時の世帯員の状況を明らかに
することができる住民票の謄本

第

２
グ
ル
ー

プ

２

３

４

５

６

７

生
計
維
持
関
係
あ
り

子

父母

孫

祖父母

兄弟姉妹

その他の親族

① 死亡診断書（写）

② 被共済職員の死亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本

③ 被共済職員の死亡当時、主として被共済職員の収入によって
生計を維持していたことを証する「生計維持に関する調査書」
（様式１１号）

④ 被共済職員と請求者（受給権者）の身分関係及び先順位の遺族
がいないことを証する戸籍謄本 除籍謄本、改製原戸籍謄本を
含む）

⑤ 上記②又は④の戸籍謄本より請求者（受給権者）が除籍されてい
る場合は、請求者（受給権者）の現在の戸籍抄本又は戸籍謄本

第

３
グ

ル
ー

プ

８

９

１０

１１

１２

生
計
維
持
関
係
な
し

子

父母

孫

祖父母

兄弟姉妹

① 死亡診断書（写）

② 被共済職員の死亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本

③ 被共済職員の死亡当時、主として被共済職員の収入によって
生計を維持していた親族がいないことを証する「生計維持に関
する調査書」（様式１１号）

④ 被共済職員と請求者（受給権者）の身分関係及び先順位の遺族
がいないことを証する戸籍謄本 除籍謄本、改製原戸籍謄本を
含む）

※被共済職員の出生から死亡までの連続した期間の戸籍謄
本、改製原戸籍謄本

⑤ 上記②又は④の戸籍謄本より請求者（受給権者）が除籍されてい
る場合は、請求者（受給権者）の現在の戸籍抄本又は戸籍謄本

※ ②・④・⑤は『認証文つき法定相続情報一覧図』で代替するこ
とができます。
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（２）相続人が請求する場合 （退職後、退職手当金を受取る前に死亡）

ア．受給権者の順位及び添付書類（受給者の順位は民法により次のとおりとなっています）

順位 受給権者 添付書類

１

配偶者、子及び代襲相続

人（孫等）

（直系卑属）

① 被共済職員の出生から死亡までの連続した期間の
戸籍謄本、改製原戸籍謄本

② 相続人（受給権者）全員の現在の戸籍抄本又は戸籍
謄本

※①・②は『認証文つき法定相続情報一覧図』で代替する
ことができます。

２

配偶者及び父母、祖父

母等

（直系尊属）

３
配偶者、兄弟姉妹及び

代襲相続人（甥、姪等））

イ．同順位者が２人以上いる場合

遺族請求の場合のイと同じです。

ウ．相続人が未成年者の場合

遺族請求の場合のウと同じです。
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７ 支給の制限

（１）犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職した場合

次のような場合は、支給制限に該当するおそれがありますので、退職理由区分の「④犯罪

等による退職」として届け出ることになります。（退職理由区分＜９４ページ＞を参照）

ア．「犯罪行為」については、刑罰法規により刑罰を科するに値する行為であって、禁錮以

上の刑に処せられたもの（執行猶予の有無は考慮しない）又は起訴されているものです。

イ．「その他これに準ずべき重大な非行」については、起訴されていないもので、犯罪行為

に準ずる程度の反社会性をもった行為と認められるものです。

例えば、被共済職員が施設又は事業の利用者に対する身体傷害や財産侵害、又は施設・

事業の財産侵害をした場合などです。

（注）退職共済制度の支給制限規定と就業規則等の退職理由との関係は、就業規則等にお

いて依願退職となる場合でも退職共済制度では犯罪等に該当するケースもあります。

また、懲戒解雇となる場合は、一般的には退職共済制度の支給制限に該当することが

多いと思われますが、必ずしも一致するものではなく、共済法および約款等に基づき

判断されることになりますので、ご注意ください。

（２）遺族であっても退職手当金が支給されない場合

ア．被共済職員を故意に死亡させた者

イ．被共済職員が死亡した場合に、被共済職員の死亡によって退職手当金の支給を受ける

べき者（自分より先の順位の者又は自分と同順位の者）を被共済職員の死亡前に故意に死

亡させた者

（３）退職手当金の返還請求

約款第４３条に規定されているように、偽りその他不正の行為により退職手当金の支給を

受けた者や、共済契約者が提出する退職届の退職理由を「犯罪等」に該当するにもかかわら

ず、「普通退職」として届出し、支給されたときは、共済契約者も連帯して返還していただ

くこととなります。

＜参考＞社会福祉施設職員等退職手当共済約款

（退職手当金の返還）

第 条 偽りその他不正の行為により退職手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、

その者から当該退職手当金を返還させることができます。この場合において、その支給

が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、当該共済契

約者に対して、支給を受けた者と連帯して退職手当金を返還させることができます。

手続き編（退職手当金）

（２）相続人が請求する場合 （退職後、退職手当金を受取る前に死亡）

ア．受給権者の順位及び添付書類（受給者の順位は民法により次のとおりとなっています）

順位 受給権者 添付書類

１

配偶者、子及び代襲相続

人（孫等）

（直系卑属）

① 被共済職員の出生から死亡までの連続した期間の
戸籍謄本、改製原戸籍謄本

② 相続人（受給権者）全員の現在の戸籍抄本又は戸籍
謄本

※①・②は『認証文つき法定相続情報一覧図』で代替する
ことができます。

２

配偶者及び父母、祖父

母等

（直系尊属）

３
配偶者、兄弟姉妹及び

代襲相続人（甥、姪等））

イ．同順位者が２人以上いる場合

遺族請求の場合のイと同じです。

ウ．相続人が未成年者の場合

遺族請求の場合のウと同じです。
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